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（午前１０時００分  開  会）  

議   長（松本史郎君）   皆さん、おはようございます。  

    これより、平成２７年川西町議会第１回定例会を開会いたします。  

    開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。  

    議員各位には、公私御多忙のところ本定例会に御出席を賜り、厚く お礼申し上

げます。  

    本定例会は、新年度予算を審議する重要な会議であります。諸議案につきまし

ては、円滑に議事を進められ、適正・妥当な議決に達せられますよう、議会運営

に御協力を賜りますことをお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。  

    会議に先立ち、７番  寺澤秀和議員より欠席届が提出されております。  

    ただいまの出席議員は１ １名で、定足数に達しております。よって議会は成立

いたしましたので、これより会議を開きます。  

    町長より、定例会招集についての挨拶を受けることにいたします。  

    町長。  

町   長（竹村匡正君）   皆様、おはようございます。  

    本日ここに平成２ ７年川西町議会第１回定例会 を招集いたしましたところ、議

員各位におかれまして は、公私何かと御多忙の 中にもかかわらず御出席をいただ

き、まことにありがとうございます。また、 平素より町政運営に関しまして格別

の御理解、御協力を賜っておりますことに厚く御礼申し上げます。  

    本定例会につきましては、平成２ ７年度一般会計及び特別会計予算案を初め、

平成２６年度一般会計及び特別会計補正予算案 、また、条例の改正 など、３２議

案の案件につきまして御審議をお願いするものでございます。  

    何とぞよろしく 御審議 いただきますようお願いを申し上げまして、開会の 挨拶

とさせていただきます。  

    どうぞよろしくお願い申し上げます。  

議   長（松本史郎君）   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

    会議録署名議員は、会議規則第１２０ 条の規定によって、１１番  芝和也君及び

１２番  大植正君を指名いたします。  

    日程第２、会期の決定についてを議題といたします。  

    お諮りいたします。  

    本定例会の会期は、本日より １９日までの１０日間といたしたいと思いますが、

これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（松本史郎君）   異議なしと認め、本定例会の会期は、本日より １９日まで

の１０日間と決定いたします。  

    日程第３、諸報告に入ります。  

    議長報告として、さきの定例会以降陳情のありました 請願・陳情書 ２件をお手

元に配付いたしておりますので、御清覧おき願います。  

    行政報告として、 報告第１号、平成２ ６年１２月より 平成２ ７年２月期まで の

例月出納監査の結 果報告が提出されておりますので、 木村監査委員より報告を求
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めます。  

    木村監査委員。  

監査委員（木村  衛君）   平成２ ６年１２月から平成２ ７年２月期に行いました例月

監査の結果を御報告申し上げます。  

    堀監査委員とともに、地方自治法第２３５条の２ 第１項並びに地方公営企業法

第２７条の２第１項の規定により、平成２ ６年度の川西町一般会計及び特 別会計

並びに水道事業会計の出納及び予算の執行 状況につきまして、会計管理者並びに

水道部長に必要な調書の提出を求めて、関係帳簿及び証拠書類を対照しながら説

明を受け、厳正なる審査を実施いたしました結果、各会計における予算の執行並

びに現金の出納・保管 などにつきまして 、過誤もなく適正に行われているものと

認めましたので、御報告申し上げます。  

議   長（松本史郎君）   報告が終わりましたので、日程第４、一般質問に入ります。  

    順次質問を許します。  

    ２番  堀格君。  

２番議員（堀   格君）   堀でございます。皆さん、おはようございます。  

    結崎駅南北の踏切の拡幅につきまして質問をさせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。  

    去る２月２日に国土交通省の近畿地方整備局が発表いたしましたが、京奈和自

動車道の御所インターチェンジから御所南インターチェンジ間２ .５キロメートル、

これが３月２１日に開通、それから、郡山下ツ道ジャンクションから―奈良県で

初めてジャンクションができるそうでありますが―郡山南のインターチェンジ１ .

６キロメートル、これを３月２２日に開通させるという発表がありました。この

開通を受けまして、京奈和自動車道の奈良県部分、大和御所道路というようであ

りますが、この延長２７ .２キロのうち約６割が開通するということになるそうで

ありまして、また、郡山下 ツ道ジャンクションで西名阪道と接続されます。これ

でかなりアクセスがよくなるというふうに思われます。  

    それに続きまして、我々に極めて身近なところでありますが、 待望の一般部、

俗に側道とか地上部分と言われているところでありますが、結崎を走っておりま

す天理王寺線から桜井田原本王寺線というんですか、この間延長３ .５キロが３月

２８日に開通をいたします 。これによりまして、当川西町では 、地域間のアクセ

スが極めて向上いたしまして、さらなる地域活性化が期待されるというところで

あります。  

    しかしながら、 一方、以前から天理王寺線と近鉄電車との踏切、ここは大型車

が通るときにはどうしても片側通行になってしまうということで、その拡幅につ

きまして非常に強い要望があるわけでありますが、このたびの京奈和自動車道の

地上部分が開通することによりまして、さらに一層の混雑ということが懸念をさ

れております。  

    また一方、結崎駅の南側の踏切も、皆さん御存じのように歩道部分が ありませ

んので、非常に通りにくいという状況になっておりまして、あわせましてこの両

踏切の改善が、この川西町にとりまして喫緊の課題であります。  
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    当然ながら、町といたしましてもこの拡幅問題に取り組んでおられるわけであ

りますが、現時点での奈良県あるいは近鉄電車との 間で今進められております話

し合いの進捗状況について、お話を伺いたいと思います。  

    よろしくお願いいたします。  

議   長（松本史郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   それでは、堀議員の御質問にお答えいたします。  

    結崎駅南北の踏切の拡幅についてということでございます。  

    近鉄結崎駅周辺整備について、近鉄とは、町が住民の 意向 を反映し策定した基

本計画に基づき、平成２５年２月から２年の歳月をかけ、合計６回の協議を重ね

てまいりました。うち２回は、県道の踏切拡幅工事も含め、奈良県道路建設 課や

所管の県土木事務所からも同行いただき、協議を進めてまいりました。  

    その結果、以前から町として最大の懸案事項でありました踏切の拡幅について

は、近鉄が当初おっしゃっていた踏切の統廃合なしでの踏切の拡幅には応じられ

ないとの社としての基本方針を、踏切の 統廃合なしで拡幅できる方向で前向きに

協議が進んでいます。  

    また、県道路建設課とも 、踏切拡幅について補助金を利用した事業として進め

られるよう、現在事前協議を進めております。  

    今月末に京奈和自動車道高架下の一般道の開通に伴う交通の混雑が予想される

中、踏切の拡幅につきましては、以前からの本町の道路交通における最重要課題

として、住民の皆様の安心安全のため対応してまいります。  

    以上です。  

議   長（松本史郎君）   堀議員。  

２番議員（堀   格君）   道路の拡幅につきましては、当然ながらお金が要 るわけで

ありまして、川西町といたしましては、できるだけたくさんの補助金をいただい

て工事をしたいというところであります 。事務当局で非常に 頭をひねっておられ

ると思いますので、補助金獲得に向けて精いっぱい頑張っていただいて、住民の

要望は、できるだけ早くということでありますので、できるだけ早く拡幅工事に

着工できるようにお願いしておきたいと思います。  

 よろしくお願いいたします。  

議   長（松本史郎君）   続きまして、３番  伊藤彰夫君。  

３番議員（伊藤彰夫君）   伊藤です。議長の許可を得ましたので、質問いたします。  

    さきに通告してありま すように、 介護保険制度の今後の取り組みについてであ

ります。  

    我が国の高齢化が急速に進む中、川西町の６５歳以上の人口の割合は、平成 26

年１０月１日現在で３０ .１％、町人口８ ,７８４人に対して２ ,６４３人おられる

ことになります。これは、全国平均２６％をはるかに上回っており、今後も全国

平均を上回る早さで高齢化が進むことが予想されます。  

    さらに、団塊の世代が７５歳以上の後期高齢期を迎える１０年後、平成３７年

には、３３ .７％と予測されております。これは、町民の３人に１人が６ ５歳以上

の高齢者になります。  
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    高齢者人口の急増に伴い、要介護・要支援認定者の大幅な増加、認知症高齢者

やひとり暮らし高齢者世帯等の増加が見込まれます。今後、介護サービスの拡大

とともに、それを支える人材の確保や育成、また日常生活などの支援が必要な高

齢者への対応も大きな課題となってきます。  

    国では、団塊の世代が後期高齢者となる平成３７年に向けて、平成２７年４月

より、介護保険制度の大幅な改正が実施され、市町村の業務が大幅に増えると思

われます。  

    改正の１つ目は、地域包括ケアシステムの構築に向け た地域支援事業の充実で、

在 宅 医 療 と 在 宅 介 護 の 連 携 の 推 進 、 認 知 症 施 策 の 推 進 、 生 活 支 援 サ ー ビ ス の 充

実・強化などの必要な取り組みを市町村が進めていくことになっています。２つ

目は、全国一律で行われてきた訪問介護・通所介護が 、市町村の地域支援事業に

移行されます。３つ目は、特別 養護老人ホーム、いわゆる特養の新規入所者は、

要介護３以上に限定されます。４つ目は、低所得者の保険料の軽減と介護報酬の

見直しが行われます。  

    このような状況を踏まえ、川西町で暮らしている高齢者の現状に即して、住み

慣れた地域でいつまでも安心安全 、健康で生きがいのある生活が続けられるまち、

このような川西町を目指していかなければならないと考えます。  

    そこで、高齢化が進む本町の将来を見据えて、制度改正に係る地域包括ケアシ

ステムの構築、地域支援事業の実施に向けてどのように取り組んでいくのか、本

町の進め方をお尋ねいたします。  

    次に、特養に新規に入所できる対象者が、要介護１からであったものが要介護

３以上となり、対象者が絞られます。しかし、今後も入所希望の待機者は増え続

けると、奈良県の第６期介護保険事業計画でも予測されています。町民の方から

も、町内で介護施設が充実されれば、老老介護や家族介護を心配せずに安心して

暮らせるようになる、早く整備してほしいとの切実な声が多く寄せられています。  

    現在、本町には、ぬくもりの郷に認知症対応のグループホームがあり、大きな

役割を果たしています。しかし、特養など介護保険に係る大型の入所施設があり

ません。町外の特養に入所を希望しても、すぐには入れないようです。  

    町内での入所施設はそう簡単には実現しないかもしれませんが、５年後、１０

年後、さらにその先を考えれば、本町にも安心して介護サービスが受けられる入

所施設が必要と考えますが、町長はどのように考えておられるのか、お尋ねいた

します。  

議   長（松本史郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   伊藤議員の御質問にお答えいたします。  

    介護保険制度の今後の取り組みについてということでございます。地域包括ケ

アシステムの構築と地域支援事業の実施について、まずお答えさせていただきま

す。  

    川西町の地域包括ケアシステムの構築についてですが、重点取り組み事項とし

て４つございます。それは、１つに在宅医療・介護連携の推進、２つ目に認知症

施策の推進、３つ目に生活支援 ・介護予防サービスの基盤整備の推進、４つ目に、
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高齢者の居住安定に係る施策との連携です。重点取り組み事項に対して３つの基

本方針を示し、１つ、介護予防の推進と生きがいづくり、２つ目に生活支援の充

実と住まいの整備、３つ目に介護サービスと医療の連携強化の取り組みを進めて

いきます。  

    平成２７年度からは、多職種住民等の地域関係者の参加による地域ケア会議を

実施し、個別ケースの検討を重ねることで地域の共通課題を関係者で共有し、課

題解決に向け、関係者間の調整、ネットワーク化を図り、 資源 開発や施策を変え、

活用していきます。  

    基本方針に沿って説明いたします。  

    １つ目の介護予防の推進と生きがいづくり については、要支援・要介護認定を

受けることなく、 健康的に生き生きと暮らし続けることができるよう、介護予防

事業を充実し、高齢者自らが主体的に健康づくりに取り組めるよう、体制の構築

を図ります。  

    これまでは、地域支援事業の中で１次予防事業、２次予防事業として実施して

きましたが、今後は区別することなく、一般介護予防事業として、第１号被保険

者全ての方、その支援のための活動にかかわる方を対象に実施していきます。ま

た、新たに地域リハビリテーション活動支援事業を実施し、介護予防の取り組み

の機能強化を図るため、リハビリ専門職等による助言を行っていきます。  

    次に、２つ目の生活支援の充実と住まいの整備については、ひとり暮らし高齢

者や高齢者夫婦世帯の増加を踏まえ、高齢者がいつまでも安心して生活を送れる

よう、見守りや声かけ、配食サービス、地域住民によるインフォーマルの活用な

ど、きめ細かな生活支援の仕組みづくりが必要となってきます。  

    新たな介護予防・生活支援 サービス 事業では、予防給付のうち訪問介護 ・通所

介護について、平成 ２９年３月末までに地域支援事業に移行し、これまで同様の

専門的なサービスの提供、ＮＰＯや民間事業者などによる掃除・洗濯などの生活

支援やミニデイサービス、住民ボランティアによるごみ出しやコミュニティサロ

ンなど、多様な担い手による多様なサービスの提供体制の構築を図ります。介護

予防・生活支援サービス事業の実施に向け、生活支援コーディネーターの配置や

協議体を設置し、コーディネーターと協議体の連携による生活支援の担い手の養

成やサービスの開発に取り組んでいきます。２年間の移行期間でありますので、

移行に際しては、予防給付利 用者及び介護サービス事業者などとの十分な協議を

行いながら検討していきます。  

    最後に、３つ目の介護サービスと医療の連携強化について、介護と医療の両方

を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい人生を最後まで続ける

ことができるよう、介護サービスと在宅医療を一体的に提供するために、介護サ

ービス事業者と医療機関の連携を推進していきます。  

    なお、平成２６年度地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金、地方創生先

行型交付金を活用し、平成２７年度においてアンケート調査などの実施による町

民の在宅医療に関するニーズの把握、また、介護サービスや医療の資源の把握を

行い、介護・医療の課題の抽出や解決策などの協議を進めるための基礎資料を作
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成する補正予算を今議会で提案しております。  

    また、国では平成２５年度から２９年度までの認知症施策 推進５か年計画（オ

レンジプラン）の中で、医療や介護サービス等の目標を定めており、今回の制度

改正に伴い認知症総合支援事業を地域支援事業の包括的支援事業として位置づけ、

平成３０年度から全市町村で実施することとしています。認知症総合支援事業は、

認知症初期集中支援事業、認知症地域支援推 進員設置事業、認知症ケア向上推進

事業の３事業を行うこととしていますが、近隣市町村との情報交換を行いながら、

広域的な取り組みとしての検討が必要と考えています。  

    次に、施設の整備についてでございます。  

    本町における施設整備についてですが、平成２７年度から２９年度までの第６

期介護保険事業計画においては、老人福祉施設や地域密着型サービス等の施設整

備について、計画では記載していませんが、今後の高齢者のサービス利用状況や

在宅支援体制の状況を踏まえ、社会福祉法人が本町において施設整備の計画があ

れば、柔軟に対応を考えてまいりたいと思っております。  

    以上です。  

議   長（松本史郎君）   伊藤議員。  

３番議員（伊藤彰夫君）   町長のほうから、地域包括ケアシステムの構築、それに係

る地域支援事業の取り組みについて、詳細な答弁をいただきました。  

    本町がこれから取り組んでいこうという前向きな姿勢をうかがい知ることがで

きて、安心しております。今後２年の間にそれぞれ構築、準備が進められていく

ということですけれども、限られた予算、限られた人員の中で、数々の施策とか

事業を推進していくに は、かなり厳しいものがあるの ではないかと思います。し

かし、そこは、町民のために職員一丸となって鋭意努力して、川西町を安心して

暮らせるまちにしていってもらいたいと思っております。  

    それから、介護サービスに係る入所施設については、多くの課題が出てくるか

とも思いますが、介護疲れによる悲しい事件もあちこちで発生しております。私

は、やはり川西町にも安心して介護サービスが受けられる入所施設が早期に必要

ではないかと思っております。  

    今後、そういうあらゆる可能性、機会があれば、実現に向けて取り組んでいっ

ていただきたい。  

    以上で私の質問は終わります。  

議   長（松本史郎君）   続きまして、１１番  芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   おはようございます。１１番  芝和也です。引き続き、町長

及び教育長に質問いたします。  

    今般は、本町の小学校における学級定員を全学年で１クラス３５人以下で編制

できるよう、その予算化を求めるものであります。  

    町長初め理事者各位も御承知のとおり、現在本町の川西小学校におけるクラス

編制は、６学年中、１年生、２年生、４年生、５年生の４学年で３クラス、あと

の２学年で２クラスの編制で学級が組まれてお ります。教育委員会によりますと、

条件が許されるならば、全学年で３クラスで編制し、 基本、 １クラス当たり３５
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人以下の少人数のクラス編制となるよう、それを目指しつつも、現状を許容の範

疇として、これまで取り組みを進めているということであります。  

    もとより、この少人数化実施の大本には、 国の基準が緩和されることは当然で

ありますが、今日、子どもを取り巻くさまざまな環境が複雑に変化していること

は誰もが承知のとおりでありまして、教育現場においては、教員がより多くの子

どもに配慮ができるように、１クラス当たりの人数を少人 数化し、教育環境の整

備を進めることは、教育関係者を中心に、ＰＴＡの全国協議会や都道府県教育長

会、全国の小学校、中学校、高等学校の各校長会、全国知事会など、子どもの成

長を願う多くの諸団体から要望が出されている問題でありまして、その必要性は、

こうして大きく取り上げられてきていることからも明らかであります。  

    そして、これらを背景としまして、今日では、全都道府県でこの手の取り組み

で何らかの手だてが打たれ、それとも相まって、国の取り組みをまつことなく、

本町におきましても既に少人数化を手がけているとおり、自治体 レベルでの取り

組みが始まっているところであります。  

    このように、もはや少人数化のクラス編制は誰もが求めている取り組みとなっ

てきており、本町教育委員会としてもそれを目指す方針を堅持し、全学年での少

人数化に向けたクラス編制に視点を置いてい ることからも、許容範囲を広げ、そ

の条件を整備し、全学年での実施が 求められているということは言うまでもあり

ません。  

    冒頭に紹介しましたように、本町の場合、あと２学年で１人ずつ教員を配置す

れば、全学年で実施できることとなります。ぜひ積極的に予算化することを求め

るものであります。  

    そこで、こうした一連の少人数学級の実施に対する考え方について、まずは教

育長の御所見をお伺いいたします。加えて、予算化に対して町長の御所見をお尋

ねいたします。  

    以上、よろしくお願いいたします。  

議   長（松本史郎君）   山嶋教育長。  

教  育  長（山嶋健司君）   それでは、芝議員の御質問にお答えさせていただき たいと

思います。  

    少人数学級の 実施 に対する私の考え方ということでありますけれども、まず、

少人数学級編制とした場合は、担任の教員が子どもたち一人一人に目が行き届き、

きめ細かな教育指導を行っていけるという点からも、子どもたち、教員双方にお

いて非常にメリットがあるものと考えております。  

    しかしながら、本町小学校の場合、１学年の児童数が７０名から８０名という

学年がほとんどであり、国の基準による３学級編制には適合しないことから、３

学級編制としていく場合には、独自にその対応について予算措置等を行っていか

なければならないのが現実です。  

    このような状況にありますが、現在、川西小学校においては、町当局の御理解

により、平成２４年度から、１・２年生においては３０人学級編制の導入 、さら

には児童数等の関係から、３学級編制での指導としていくことが必要と考えられ
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る学年については、予算の範囲内とはなりますが、３学級編制の実施を図ってま

いったところです。  

    さきに議員よりありましたが、これによりまして、平成２４年度は、１年生に

ついては国の基準、２年生については県による加配、４年・５年生については町

費による講師の配置により、４学年で３学級編制を実施したところです。  

    しかしながら、全学年において３０人から３５人による学級編制としていくた

めには、町としても相当額の予算が必要となってき ます。このことから、あらゆ

る機会を通じまして、国・県に 引き続き 教職員の配置基準の見直しについての要

望を行ってまいりたいと考えているところです。  

    最後になりますが、議員各位並びに関係者の御理解のもと、本年度をもちまし

て川西小学校改築工事につきましては全てが完了いたしました。ありがとうござ

いました。子どもたちの気持ちも新たに、学習に、体力づくりにと取り組んでい

ってくれることと思っております。  

    委員会といたしましても、これからは子どもたちの学習機会の充実を図ってい

くための学級編制を含めた対策、また 、学校・地域パートナーシップ事業など、

地域の教育力を活用したソフト事業の充実に努めてまいりたいと考えております。  

    学校教育充実のため、引き続いての御理解、御協力をお願いいたしまして、御

質問への回答とさせていただきます。  

議   長（松本史郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   続きまして、私よりお答えさせていただきます。  

    少人数学級編制実施における予算化に対しての所見ということでありますが、

子どもたちを取り巻く社会環境の変化、学力・学習状況調査の結果などから見る

学力並びに規範意識の現状から も、指導の充実が図れる少人数学級については、

効果のある一つの手法であると認識しているところでございます。  

    さきの教育長の答弁にもありましたが、川西小学校の場合、国基準での学級編

制となると、全ての学年において３０名を超えるクラス編制となってしまいます。

しかしながら、教育委員会などからの要望、小１プロブレム―これは、小学校へ

入学したばかりで集団行動がとれない、先生の話を聞かない、授業中に座ってい

られないなど、従来の遊び中心の生活から学び中心の生活に変わったことで学校

生活になじめない状態が続くことを申しますが―これにも配慮し、平成２４年度

からは、県の加配も考慮しながら、１・２年生については３０人学級の維持に努

めてきたところでございます。  

    このことを含め、平成２６年度の川西小学校におきましては、町費講師２名の

予算措置も行い、少人数学級を実施したところでございます。平成２７年度にお

きましても、教育の重要性を踏まえ、町費加配講師２名を予算化いたしました。

また、加えて、放課後子ども学習支援教室の開催も予定しており、引き続き教育

環境の充実を図っていきたいと考えております。  

    以上です。  

議   長（松本史郎君）   芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   いずれにしましても、子どもを取り巻くさまざまな環境の
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変化に対応していくべく、１クラス編制の少人数化については、教育長並びに町

長からも、是とする、必要な取り組みだというお考えをお示しになられたという

ふうに思います。  

    とどのつまり、その予算化をどうしていくか、こういうことになってくるかと

思いますけれども 、現状でも、お話がありましたように、国基準による小学１年

生の配置、県の加配、それから町で負担ですか、国１人、県１人、町負担という

ことで、現在、６学年中４学 年で３クラスの配置となっているのが実情でありま

す。  

    本町の場合、全体の人数が少なくなってきましたので、小学校を統合していく

と。その統合に向ける前段として、唐院小学校時代から 、１学年が１桁台の人数

に減ってくる、そういう中で複式学級とかが制度上生まれてくるので、そういう

こともよろしくない、やっぱり１学年１クラスずつを維持していこうということ

で、当初からそういう点では教員の配置を町で予算化をしながらきちんと対応し

てきた、そういう教育環境の整備に向けた取り組みは従前から見られているとこ

ろでありますから、これ は非常にすぐれた、川西町の取り組みとしては大いに評

価のできる取り組みになっていると私は感じております。  

    そういう点では、担任の先生をどう配置するかというのは現場の問題にもなる

かと思いますけれども、今聞いています話ですと、基準できちんと配置されてい

る先生に担任をお願いしていきながら、町費で新たに予算化をして先生を雇い入

れるというのは、専科の先生ですとか、担任を持たなくても済む先生なんかを配

置して、全体のバランスで担任を持てる先生は担任を持っていってもらうという

ふうなやり方で既に取り組みをしているという ことですので、そういう点で言い

ますと、人件費はかさみますけれども、町全体の一般会計規模で言えば、０ .２％

とかで、０ .３％も行かないと思います。その程度の予算化ということになってく

るかと思うんですけれども、いずれにしましても、そういった次代の担い手をき

ちんと育てていくのが町としての使命ですし、１人の人格者として人格を形成さ

せていくというのが義務教育における基本中の基本でありますから、その基本の

ところをメリットとしてしっかり目配りができるというお話もありましたから、

そういう点では、町として積極的に進めていくべき だというふうに考えます。そ

の予算化について、町長、いま一度その辺の取り組みに対するお考え、気持ちを

お示しいただきたいと存じます。  

議   長（松本史郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   先ほど教育長からの答弁もございましたとおり、引き続き

国や県に教職員の配置基準の見直し等の要望、また予算措置の要望を行ってまい

りたいと思っております。  

    町費で扱うことについてなんですけれども、住民の皆さんのニーズは各種多様

に高まっておりますし、今後も社会保障関係を中心に歳出は増加する傾向にござ

います。そういうような 中、財源は限られておりますので、各種政策手段の選定

については、政策の効果の測定や費用対効果の分析が必要だと考えております。

教育についても、私は同じだと思っております。  
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    少人数学級というのは、子どもの教育についての手段であって、目的ではない

と考えております。手段については、少人数学級もございますが、複数担任学級

や習熟度別クラス編制、もしくは、先ほども申し上げた放課後子ども学習支援教

室等、多々ございます。きっちりとそういった各手段に対して分析を行い、より

効果的な、教育内容が身につくような環境を整えてまい りたいと思いますので、

まずは、現在少人数学級を進めておりますので、それで対応してまいりたいと考

えております。  

    以上です。  

議   長（松本史郎君）   芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   予算化できて対応できる範囲で少人数化は進めているので、

この方向で取り組んでいきたい、予算化については、国・県に対して予算措置を

講じてもらえるように要望はしていくという町長のお話でありました。  

    今、許容の範囲内で加配の先生を町で雇って、必要な学年、そのときの状況に

応じながら少人数化になるように ３クラス編制 を講じているということですから、

そういう点では、取り組みとしては必要な取り組みを許容の範囲内で取り組んで

いるということは、姿勢としては非常に評価のできる点だというふうに私は思い

ます。  

    ただ、教育の施策というのと―町長は今、費用対効果ということをおっしゃっ

ていましたけれども、なかなかこれは、教育だけではありませんけれども、行政

の取り組みが費用対効果できちんとあらわされるというのは、どの取り組みにし

ましても、数字で示していくようにきちんと出てくるものではないと私は思って

おります。やっぱり時間がかかって、結果と して振り返ってみてどうやったな、

こうやったなということは一定分析はできると思いますけれども、それがきちっ

と数字の形で、商売をしていくような格好で費用対効果ということでは、なかな

かそこは出てきにくい側面があろうかと思います。  

    事教育に関しては、我々の世代のときの子どもを取り巻く環境と今日の子ども

を取り巻く環境とでは、その状況は全然変わってきているのは間違いないことで

すから、そういう点では、後から振り返って、「あのとき、こう しといたらな」

とならんように、先手先手を打っていくということだというふうに 私は思います。

その一環で既に今まで取り組んできているわけでありますから、その辺、教育委

員会の方針としては、子ども一人一人に目配りができるという意味において、教

員の側、子どもの側、双方向でメリットのある取り組みだということでしたけれ

ども、予算がつくかつかないかは別にして、その辺の位置づけとして、もう一度

教育長からその辺のところをお聞きしておきたいと思います。  

議   長（松本史郎君）   山嶋教育長。  

教  育  長（山嶋健司君）   先ほど議員のほうからありましたけれども、 私たちの時代

と今の時代と、クラスの中の子どもたちの 状況というのは相当変わってきていま

す。なぜかと申しますと、例えば特別支援学級へ の入級に至らないような児童等

が各学年で６人から１０人程度、 広汎性発達障害とか、いろいろ障害現象がある

んですけれども、それに認められる子じゃなくて、それを疑われるような子が各
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学年にそういう状況でいてると。そういう部分から、教員が子どもを見る時間と

いうのは、通常の学級の中で見る時間よりも、その子たちを個々に見ていくこと

に非常に時間をとられるということがありますので、子どもたちの人数が少ない

ほど、子どもたちも見てもらえるし、教員にいたし ましても、子どもたちを個々

に見る時間がとれるということになってくると思いますので、そういう部分では、

やっぱり少人数というのは非常に効果があるというように考えています。  

議   長（松本史郎君）   芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   そういうことでありますので、積極的に予算化いただきま

すように重ねて求めまして、質問を終わります。  

議   長（松本史郎君）   続きまして、１番  勝島健君。  

１番議員（勝島  健君）   おはようございます。勝島です。  

    町長を初め、部課長、各職員の皆さん、２７年度の予算編成、御 苦労さまでご

ざいました。私も議会議員として４ 度目の予算審議に臨みます。予算の中身とそ

の執行はルールに基づくものであることが求められて おりまして 、私たち議員は、

それを住民の目線でしっかり監視することを求められておりますので、本会議に

おきましても、その責務を全うしたいと思います。  

    議員就任当初は、右も左もわからない状況でありました。この４年間、財政等

を中心にいろいろなことを勉強させていただきまして、職員の皆さんにも御教示

いただいたことは多く、感謝する次第です。  

    一言で感想を申し上げますと、毎年一 般会計だけで約４０億円、特別会計を含

めますと６０億円を下ることのないお金の使い道を議員として承認するのは大変

なことであります。しかし、それほどの予算 があっても、町がその裁量で自由に

使えるお金は意外と少なく、税収が少なくて国や県から交付金をもらう以上、そ

の財政規模は、特別なことがない限り、国の認定する標準財政規模を大きく超え

ることはなく、そんな中で住民のために使える費用の捻出に御苦労いただいてい

ることは、その中身を見れば、ある程度理解できることであります。  

    過去の会議におきましても、事業的なものを幾つ か提案させていただいたりは

しましたけれども、回答の多くは予算の捻出が難しいものであるということでし

た。  

    この自由度の少ない予算の中で、住みよいまちづくりをするためにはどうすれ

ばいいかということになるわけですけれども、今回の質問はその提案を含むもの

であります。  

    ちょっと前置きが長くなりましたけれども、本題に移らせていただきます。  

    住民参加のまちづくりについてであります。  

    住みよいまちづくりは、住民参加なしに達成できるものではありません。最近

は、人口が減ったことで、特に若い世代の 活動が乏しくなってきており、婦人会

を解散するような自治会も出てきております。生活スタイルの変化にも原因があ

るんでしょうけれども、主に青壮年層が加入して運営されていた各地の自警団も、

今は数えるほどしかありません。地域自治会ごとの活動も、多くが高齢者任せに

なっているのが現実であるように思います。  
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    少し視点を変えてみましょう。住民から町に寄せられる要望は多くあります。

その中には、管理責任を役所に押しつけているだけのようなものも散見されます。

例えば各公園には自治会の要請に基づいてベンチや遊具といった設備が設 置され

ております。しかし、これらの設備も時間がたてば必ず老朽化します。適切な維

持管理がされないまま放置された施設が老朽化すると、今度は、危険だからと、

その対応を行政に依頼するというのが現状ではないでしょうか。これは、危険箇

所の柵といったものにも同じことが言えます。地域の危険なこと、不都合なこと

は、そこに住む住民が一番わかっているはずです。しかし、その対策を何でもか

んでも行政に任せるとしたら、どうなるでしょう。行政といえども、かけられる

人手は限られており、簡単に手は回せません。だから業者任せになる。そこには、

当然高い費用が発生する。行政が負担できる費用には限界があります。対策は消

極的あるいは後手に回らざるを得ない。これでは、住みよいまちになるのは遠い

先の話です。  

    長い目で見れば、このような体制ではまちを維持し続けること さえできないと

いうのは、町長を初め現場の職員さんも同じ思いであろう と思います。 景気回復

の実感が薄く、税収が落ち込み、予算がどんどん厳しくなる中、お金の配分を増

やすような施策ばかりでは、国の借金は膨らみ続け、そのつけは将来世代に残る

ばかりです。  

    住みよいまちづくりのためには、住民自ら がまちを積極的によくしようとする

意思を持って行動することが必要であると、私はそのように思います。住みよい

まち、住んで楽しいまちは、自分たちで元気になる、住民活力を若い世代にも伝

播させて、景気を呼び込み、結果として社会保障も充実するというものでなけれ

ば、持続可能な社会とは言えません。  

    住みよいまち というものにはいろいろあるでしょう。閑静なまちもその一つで

あるかもしれません。しかし、残念ながら、それを実現するには多額の費用が必

要です。もはや川西町でその策をとれません。住民の活力を積極的に引き出すこ

とが必要です。  

    ゆえに、住民が主体となってよいまちにする活動を町としてしっかり後押しす

る体制が必要になると考えます。ここで申し上げておりますのは、あくまでも住

民が主体的に行おうとする活動についてであります。行動する住民自身の発想や

創意工夫を行政が柔軟に受け入れて、住民自身の利益や活動、ひいては行政の助

けとなるような体制、同じ結果が出るなら、なるべく住民自身の活動に委ねるこ

とで、少しでも住民に費用を 還流する、そういう体制であってほしいと思います。  

    自ら動き、みんなのために行動する人がよい思いをする、 より多くの人が自分

たちのまちのあり方を意識し、自分たちも可能な限り参加すべきという雰囲気を

つくり出すことで、住民と行政が一体となってまちづくりを進めるべきだと私は

考えます。  

    住民活動により多くの人が参加することで、活動は住民同士の助け合いという

認識も浸透します。もちろん、住民の中には現時点でもボランティアとして積極

的に行政にかかわってくださっている方も多くいらっしゃいます。行政にとって
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は非常にありがたい存在であると思います。しかし、ともすると、その一部分の

方々だけによる運営になっていて、全体に意見を 尋ねたものにならないこともあ

ります。私たち議員自身にも言えることですけれども、私たちの意見は住民の意

見の総意としての代表であるべきで、代表個人の意見であってはいけないんです。

今回の意見も積極的によいまちにしようと行動しておられる方々の意見の集約さ

れたものの一つとして提言させていただいております。  

    大きな事業は、住民の意見を聞いて慎重に進めねばなりません。しかし、既に

終了した川西小学校建設にしても、現在計画が進められている駅前開発にしても、

住民を目の前にしての説明は、ある一定の範囲の代表者にしか行われ ておりませ

ん。一定の代表者の集まりというのは、基本的には説明会ではなく、その先で行

われた意見の集約の場であるべきで、逆に、説明会と言われる ものは、なるべく

全ての住民に行うべきであるはずです。代表者の集まりへの説明やホームページ

等への公開をもって安易に住民全体への説明とするのは、悪しき習慣でありまし

て、そういう事業の進め方には修正を求めたいとも思います。  

    以上、住みよいまちづくりを進めるための住民参加のあり方についての私の意

見でありますけれども、町長の御意見をお伺いします。  

    続きまして、窓口の住民対応のあり方について一言質問させていただきます。  

    住民対応というのは、役場職員の重要な仕事であります。そして、公務員であ

りますから、法律に定められたルールに基づいて仕事を進めなければなりません。

ルールに基づいて住民サービスを行うわけでありますから、住民から要望があっ

ても、その要望どおりに対応できないことがあります。ただ、この対応が形式に

基づき過ぎて、住民にその対応のあり方に不満が出ることがまれにあります。ル

ールを含めたサービスの仕組みは、制度という言葉であらわされます。住民もそ

の制度は十分理解し て要望・要求を出すべきであるとは思いますが、なかなか理

解することが難しいことがあります。となれば、職員さん側で要望に対応できな

い理由を理解できるように説明していかなければなりません。 何となれば、職員

はその場のプロだからです。  

    ルールには理由があるはずです。決まりがあるからという理由だけで要望が通

らないと、対応に不満を感じてしまう住民は、時として感情的になりがちです。

せっかく職員さんが懸命に対応しても、役場全体への不評というふうになってし

まうのは非常に残念な話です。介護や子育てといった福祉関係は、サー ビスも多

いかわりに制度も複雑なものが多くて、そういった傾向が見られるようです。  

    そこで、大変かとは存じますが、制度を住民にわかりやすく説明できるように

するための職員の勉強をいま一つ進めていただきたいと思いますが、町長のお考

えはいかがでしょうか。  

    以上、よろしくお願いします。  

議   長（松本史郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   勝島議員の御質問にお答えいたします。  

    住民参加のまちづくりについてと窓口の住民対応のあり方についてということ

でございます。  
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    １点目の住民参加のま ちづくりについてでございます 。過去の一般質問にもあ

ったように記憶しておりますが、川西町では、自治会や婦人会、老人クラブ連合

会などの各種団体に主体性を置いたまちづくりを行っており、町議会議員はもと

より、各種団体役員様を通じて意見集約を行ってきております。  

    議員各位におかれましては、川西町住民の代表として意見や要望を役場に届け

ていただいておりますし、毎年春の自治連合会総会時においては、自治会 長各位

を対象に町政懇談会を開催し、その年度の目玉となる新規事業や施策について御

説明させていただいております。自治会 長各位におかれましても、自治会の代表

として地域の住民様方の意見を集約していただいておりまして、役場にも声を届

けていただいております。各種計画策定時におきましては、住民代表として各種

団体の代表者の方に策定委員として参加して いただいておりまして、住民の皆様

方の意見を十分届けていただいていると認識しているところであります。  

    また、ホームページを通じて各種計画に対するパブリックコメントも募集して

いますことから、広く住民の方の御意見を頂戴していると思ってお ります。また、

今年１月より、役場１階の窓口に「ご意見箱 」を設置させていただいております

ので、住民の方が役場に来られたときには、気軽に御意見を頂戴できればと考え

ているところであります。  

    ２点目の住民対応のあり方については、もちろん法律・条例に基づいて住民対

応を行うというのは基本であります。職員は、住民に対し、しっかりと説明責任

を果たすべきであると思っております。確かに法律・条例に基づかない要望・要

求に不満を持たれる住民の方もおられるのも事実であります。一部の職員の対応

のあり方について、川西町の職員の対応について全てがそのような対応であると

受けとめられない ように、職員に対し研修等を進めていきたいと思っておるとこ

ろでございます。  

    私が就任して以来、昨年度には職員の接遇研修を実施させていただき、職員か

らも高評価を得ていたと感じており、住民に対する接し方にも 、ある程度の進展

はあったのではないかと感じております。  

    さらに、若手職員によるＣＳ向上委員会も立ち上げ、川西町の接遇やそれ以外

のＣＳに関するさまざまな課題や意見を出し合って意見交換も行っておりまして、

窓口業務に生かしていけるようにしておりますので、御理解をお願いしたいと思

います。  

    以上です。  

議   長（松本史郎君）   勝島議員。  

１番議員（勝島  健君）   御回答ありがとうございます。確かに現状 の制度で、今ち

ょっとお答えいただいたように 、組織的なものはあるんですけれども、その組織

運営にこだわらずに、住民がこんなことをやりたい、あんなことをやりたい、既

にある組織の中でなくて、自分自身が立ち上げていく、これからいろんなことを

やっていきたいなという意見がいろいろ出てくると思 うんです 。自治会とか老人

会、婦人会だけじゃなくて、任意の集まり、そういうところを 、質問にもありま

したとおり後押ししていけるよう に、「まちのためになるねんやったら、やって
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みてください」と、役所のほうからやってくれとお願いをするんじゃなく、「や

りたいから、ちょっと応援してよ。お金じゃなくて手を貸してください」と、そ

ういうことを応援するという形で、住民の意志が強く出てくるようなことを促進

していただきたい。住民交流を促進していただいて、元気な住民をつくって、行

政ぐるみ、まちぐるみでこれからやりたいことに取り組んでいただいて、そうい

うことが最終的には防災とか健康づくりにつながっていくはずだと思いますので、

よろしくお願いしておきたいと思います。  

    あと、業務は恐らく忙しいと思います。そんな中、勉強の時間をとるのは難し

いかなと思うんですけれども、住民サービスのために研修等、若い方の能力がど

んどん上がるようにしていただきたい、それをお願いしておきます。 そこはよろ

しくお願いします。  

    ありがとうございます。  

議   長（松本史郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   私も公約として、 「住民の声が届くまちづくり 」というも

のを挙げております。  

    先ほど発言もございましたとおり、各種団体の役員さんを通じた意見の集約を

行っておりますけれども 、一方で各種団体の集まりにも参加し、団体の皆様の意

見も集約しておるところでございます。また、就任時には、町声コーディネータ

ーを配置し、住民の皆様の―本来議員の皆様や自治会長、各種団体の皆様から意

見を賜るんですけれども、そこに届かない意見というものを集約してきたつもり

でございます。また、先ほども申し上げ ましたとおり、今年からは役場の窓口に

は意見箱を設置しているというところで、言うなればちょっと手を変え品を変え、

どうやったら皆様の意見を集約できるかというところを模索しておるところでご

ざいますので、引き続き効果的 な意見の 集約方法を考えながら、住民の声が届く

まちづくりを進めていきたいと考えております。  

    以上です。  

議   長（松本史郎君）   これをもちまして一般質問を終わります。  

 これより議事に入ります。  

  お諮りいたします。  

 日程第５、議案第１号、平成２７年度川西町一般会計予算についてより、日程第

３６、議案第３２号、工事請負契約の変更契約の締結についてまでの各議案につき

ましては、既に招集通知とともに配付しております関係上、各位におかれましては

熟読願っておりますので、この際、議案の朗読を省略いたしたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（松本史郎君）   異議なしと認め、議案の朗読を省略します。  

 お諮りいたします。  

 日程第５、議案第１号、平成２７年度川西町一般会計予算についてより、日程第

１２、議案第８号、平成２７年度川西町水道事業会計予算についてまでの８議案を

一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。  
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        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（松本史郎君）   異議なしと認め、一括議題といたします。  

 当局の提案理由の説明を求めます。  

 町長。  

町   長（竹村匡正君）   本日、平成２７年度当初予算案を初め、平成２６年度補正

予算案など多数の案件を上程し、町議会の御審議をお願いするに当たり、議員各

位を初め、住民の皆様の御理解と御協力を賜りたく、新年度の主要施策を中心に

所信を申し上げます。  

    現在、我が国の経済状況は、安倍内閣による経済政策、いわゆるアベノミクス

の効果などにより、バブル経済崩壊後の失われた２０年 と言われた長期にわたる

景気低迷からようやく脱却しつつあり、平成１３年 以来の高値となる株価の上昇

や円高の是正、雇用環境の改善など、景気は緩やかに回復しつつあります。  

    物価については、消費者物価指数が２０カ月連続の上昇となっておりますが、

消費支出は、昨年４月の消費税引き上げの反動減の後、９月には前月比で上昇に

転じましたが、今年に入って再び５カ月ぶりに減少となりました。このようなこ

とからも、町民一人一人が景気回復を実感できる状態にはなっていないと考えて

おります。  

    一方、本町の財政面でございますが、経常収支比率、平成２５年度８３ .３％、

県内平均９３ .３％、全国平均９０ .２％、実質公債費比率、平成２５年度 ７ .１％、

県内平均１１ .５％、全国平均８ .６％、ともに引き続き全国・県内市町村と比較

いたしましても良好な状態にあります。  

    さて、国においては、人口減少対策を柱とした地方創生が重要な政策課題とさ

れております。今後の目指すべき将来の姿を提示する、まち・ひと・しごと創生

長期ビジョン及び今後５カ年の目標や施策の基本的方向、具体的な方策をまとめ

た、まち・ひと・しごと創生総合戦略を昨年１２月２７日に閣議決定し、地方創

生に総合的に取り組むこととなりました。これを受け、当町においても、地方創

生事業を国の交付金を活用して実施することといたしました。  

    来年度の予算編成においては、私が一昨年８月に町長に就任以来掲げておりま

す、「人・企業にとって魅力あるまちづくり」「子どもや子育てしている人にと

ってやさしいまちづくり」「安心して暮らせるまちづくり」「住民参加で開かれ

たまちづくり」の４つの柱と地方創生の実現に向けた国の施策と推進の動きとを

リンクさせながら、平成２７年度当初予算と２６年度補正予算を一体として編成

いたしました。  

    なお、事業実施に際しては、国・県の予算等を活用し、財政の健全化を維持し

つつ、着実に事業を実施していくことが必要であると考えております。  

    このように編成いたしました結果、歳入の部におきましては、 町税収入は 、平

成２６年度から２５８万円増の１１億６ ,０２９万円を見込んでおります。  

    この主な内容は、町民税において、 個人 町民税 で３５３万円の増、法人町民税

では２４１万円減 の５億６２６万円、固定資産税において、地目変更による 新築

増、企業償却資産の微増等により、３１０万円の増の５億９ ,８０２万円を見込ん
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でおります。地方消費税交付金におきましては、前年実績を踏まえて１ ,２５０万

円減の８ ,６１０万円を見込んでおります。地方交付税につきましては、昨年と同

額の１２億円を見込んでおります。  

    一方、歳出につきましては、３４億４ ,４９５万６ ,０００ 円と、 平成２６年度

予算に比べて１ ,６２６万５ ,０００円の増となっております。  

    今後も引き続き 行財政の健全化と効率化に 配慮しながら、唐院工業団地周辺へ

の企業誘致など、課題としている事業に取り組んで まいりますが、 議員各位並び

に住民の皆様の一層の御理解と御協力をお願いする次第でございます。  

    それでは、これより新年度予算の概要について御説明申し上げま す。  

    お手元に配付させていただいております 「平成２ ７年度当初予算案の主要施策

の概要」に基づき、御説明させていただきます。  

    ２ページをお開きください。総務部関係の予算でございます。  

    まず、「２  広報事業の推進」でございます。  

    住民の皆様に理解と信頼の上で町政運営を進めるには、 町の施策について周知

を図ることは大変重要で あるため、住民の皆様とのパイプ役の一つである広報紙

については、引き続き内容の充実と見やすい紙面づくりに 努めて まいります。ま

た、ホームページでの情報発信も行い、広報活動も進めております。  

    次に、「６  一般会計の公会計整備事業」でございます。  

    平成２ ９年度からの地方公会計制度への移行に向けて 町の所有資産全体を把握

するために、固定資産台帳整備に要する経費を計上しております。  

    次に、「８  企画事業の充実」でございます。  

    平成２６年７月から有償化し、本格稼働しておりますコミュニティバス・ 川西

こすもす号の運行経費を引き続き計上しております。  

    次に、「１１  地域活性化事業」でございます。  

    本町におきましても、町の魅力を高め、発展させる ために、川西町ふるさと納

税記念品事業の経費を計上しております。  

    ４ページをお開きください。「１６  消防防災対策の推進」でございます。  

    複雑多様化する各種災害に適切に対処し、住民の生命と財産を守るため、消防

の広域化を初めとする消防体制の強化を図るとともに、備蓄物資の確保及び防災

訓練を実施し、防災体制の強化を図ります。また、町内全ての自治会で設立され

ました自主防災組織の育成及び活動に対する支援を図ります。  

    福祉部関係予算でございます。５ページをお開きください。  

    まず、「１  地域福祉の推進」でございます。  

    地域住民の参加と行動による住民主体の福祉を目指すため、その活動の要とな

る社会福祉協議会に対して運営補助を行うとともに、 障害のある人とない人がと

も に 理 解 し 合 い 、 支 え 合 う 川 西 町 を 構 築 す る た め 、 「 ま ほ ろ ば あ い サ ポ ー ト 運

動」を推進し、各種地域福祉事業を展開してまいります。  

    次に、「２  障害者福祉の推進」でございます。  

    障害の程度にかかわらず、安心し、自立した日常生活を営むことができるよう、

支援を行ってまいります。また、障害者総合支援法及び児童福祉法に 基づき、よ
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り多くの方々が公平かつ適切な福祉サービスを受けられるよう、事業展開を行っ

てまいります。  

    次に、「３  高齢者福祉の推進」でございます。  

    長寿をお祝いする１００歳の祝い、結婚５０周年を迎えられた御夫婦への記念

品贈呈事業を継続して実施いたします。また、 地域の高齢者が 仕事を通じて積極

的に社会参加し、家庭や地域に活力を生み出すために、その活動の要となるシル

バー人材センターに対して運営補助を行います。また、高齢者の方が 安心して生

活していただけるよう、養護老人ホームなどへの措置経費などを計上いたしまし

た。  

    次に、「４  児童・母子福祉の推進」でございます。  

    深刻な少子化問題への対応といたしましては、子育て不安の解消を目指すこと

が大切であり、支援対策といたしまして、 子ども・子育て支援新制度に基づき、

長時間保育や障害児保育の促進のための助成 等により、保育サービスの充実を図

ります。  

    ６ページをお開きください。次に、「５  臨時福祉給付金給付事業」でございま

す。  

    消費税率の上昇に伴う低所得者に対する社会保障として、町民税非課税者に対

して、昨年に引き続き臨時福祉給付金を支給します。  

    次に、「６  福祉医療対策の推進」でございます。  

    障害者、 ひとり 親家庭、乳幼児な どの健康の保持と増進を図るため、医療費助

成を引き続いて実施いたします。  

    ７ページをお開きください。「１２  健康づくりの推進」でございます。  

    住民の健康維持向上のため、 病気になる 前の予防に注力しています。小児Ｂ型

肝炎、おたふく風邪、ロタウイ ルスワクチンなどの 予防接種 の拡充やがん検診の

強化、乳幼児健診を初め、健康に関する相談事業などを実施するとともに、地域

医療の確保のため、国保中央病院への運営負担金のほか、救急医療 の病院輪番制、

休日応急診療所、産婦人科一次救急に係る経費の負担を行います。  

    また、安心して妊娠 ・出産ができますよう、妊婦健診に係る費用の負担 、子ど

もを対象としたインフルエンザワクチン接種費用の一部助成を 引き続き実施して

まいります。  

    ９ページをお開きください。「１７  環境衛生の推進」でございます。  

    廃棄物の適正処理と減量化を図るため、資源ごみ分別収集につきましても、引

き続きその定着を図ってまいります。また、町内の清掃活動 や資源回収に対する

助成を継続いたしますとともに、大型ごみのリクエスト収集を継続いたします。  

    なお、平成２７年度より、不用品を譲り合う情報交換の場として、リサイクル

掲示板の運営を新たに実施し、リサイクル意識の向上とさらなる廃棄物の減量化

を図ってまいります。  

    １０ページをお開きください。 次に、「１８  人権施策事業」及び「１９  人権

文化センター等運営事業」でございます。  

    あらゆる差別撤廃に向けた人権啓発に引き続き取り組むとともに、住民交流、



 - 23 - 

地域の福祉拠点ともなります東西両人権文化センター 等の経費を計上しておりま

す。なお、人権文化センターにつきましては、平 成２７年度 以降、補助金を利用

しながら事業を縮小して運営してまいりたいと考えています。  

    １１ページをお開きください。まず、「１  統計調査」でございます。  

    ５年に一度の国の人口・世帯の実態を明らかにする国勢調査の経費を計上いた

しました。  

    次に、「２  農業基盤の整備」「３  農業振興」「４  商工業の振興」でございま

す。  

    井堰等の農業基盤の整備、結崎ネブカの地域ブランド推進のための経費、新規

事業としては、健全な農地環境の維持のための多面的機能農地維持対策事業の実

施、商工会への運営補助といった費用を計上いたしました。  

    次に、「５  道路整備の推進」「６  公営住宅管理事業」でございます。  

    道路維持補修事業、橋梁長寿命化対策事業、道路新設改良事業、公営住宅管理

事業等に引き続き取り組んでまいります。  

    １３ページをお開きください。「１  学校教育の推進」でございます。  

    将来の川西町を担う幼稚園児、小中学生のための学校教育の推進でございます。

今年度新規事業といたしまして、学校・地域パートナーシップ事業を活用し、学

習支援の一環として、水曜日放課後子ども学習支援に要する経費を 計上しており

ます。  

    学校、幼稚園の管理運営につきましては、新年度は小学校の生徒数が４４ ４名、

幼稚園の園児数が ９８名、そして式下中学校では全校生徒３ ３６名、そのうち川

西町としては１８７ 名の生徒数が見込まれ、 園・学校の管理 費または分担金を計

上しております。  

    次に、「３  生涯学習の推進」でございます。  

    各種講座、文化祭、文化教室の開催費用並びに本町の文化活動の拠点となる文

化会館の管理運営費を計上しております。 今年度につきましては、町制４０周年

事業としての位置づけのもと、プロによる和太鼓コン サート、川西文化祭、クラ

シックコンサート、子どもフェスティバルを実施いたします。  

    次に、「４  文化財保存事業の推進」でございます。  

    島の山古墳整備に係る基本 設計の作成業務に要する経費 等 を計上しております。  

    次 に 、 「 ５  ふ れ あ い セ ン タ ー の 運 営 及 び 図 書 館 の 充 実 」 「 ６  社 会 体 育 の 推

進」「７  子どもセンター運営」でございます。  

    各施設の管理運営費のほか、体育施設の指定管理委託料を計上しております。  

    以上、 一般会計予算 について 「平成２７年度当初予算案の主要施策の 概要」に

基づき説明いたしました。  

    続いて、各特別会計について御説明を申し上げます。  

    議案第２号、国民健康保険特別会計予算についてでございます。  

    国保会計につきましては、 療養給付費 の減、保険財政共同安定化事業拠出金増

の見通しから、歳入歳出総額は対前年度５ ,４０９万円増の総額１２億４０６万円

を計上いたしております。  
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    次に、議案第３号、後期高齢者医療特別会計予算についてでございます。  

    当会計につきまして は、後期高齢者医療広域連合への納付金 等の増 により、 対

前年度４７８万円の増、予算総額は１億１ ,１３６万円を計上いたしております。  

    次に、議案第４号、介護保険事業勘定特別会計予算 についてでございます。  

    当会計につきましては、 地域密着型 介護 サービス の利用見込み等の減により、

対前年度１ ,３２４万円の減、予算総額７億３ ,１９４万円を計上いたしておりま

す。  

    次に、議案第５号、介護保険介護サービス事業勘定特別会計予算 について でご

ざいます。  

    当会計におきましては、ぬくもりの 郷におけるデイサービス及びグループホー

ム事業に要する経費を計上 しております。 通所介護サービスの 減及び総務費の増

により、対前年度７万円増の予算総額１億１ ,４２４万円を計上いたしております。  

    次に、議案第６号、住宅新築資金等貸付事業特別会計 予算 についてでございま

す。  

    本事業につきましては、奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合に おいて 債

権回収を行っており、組合により 回収された貸付金を返戻金として受け入れてお

ります。当会計の予算 として、奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合負担金

の増により、対前年度 １万円の増、予算総額 ８２５万円を計上いたしております。  

    次に、議案第７号、公共下水道事業特別会計予算についてでございます。  

    公共下水道につきましては、昭和５２年の事業認可以来、ほぼ全域において整

備は行き渡ったところです が、当初の整備から は３０年以上が経過しております。

今後は、老朽化した下水道管を中心に調査・分析を行い、長寿命化計画を策定し、

下水道管の改築・更生を実施する必要が あります。予算といたしましては、 この

長寿命化計画策定の委託料 等を計上しており、 下水道管の改築・更生を行う工事

請負費の増、また、新たに地方公営企業法適用に向けた業務の実施などにより、

公債費の減と差し引きし、 対前年度２ ,８９６万円の増、総額３億 ６ ,０４８万円

を計上いたしております。  

    次に、議案第８号、水道事業会計予算についてでございます。  

    上水道事業につきましては、給水戸数３ ,７４０戸、年間総給水量１００万立方

メートルを予定し、水道事業収益２億 ３ ,２４８万円、水道事業費用 は２億１ ,６

５５万円、資本的収入０円、資本的支出７ ,３７８万円を予定しております。  

    以上が 、平成２ ７年度川西町一般会計、特別会計及び水道事業会計の予算案の

概要でございます。  

    平成２ ７年度におきましても、 乳幼児対策、高齢者対策、まち づくり 等の諸課

題に対しまして、よ り一層将来を見据えた長期的な構想のもと、町政運営に努め

てまいりたいと考えておりますので、議員各位の御理解と御協力をお願いする次

第でございます。  

議   長（松本史郎君）   町長の説明が終わりました。  

    日程第５、議案第１号、平成２ ７年度川西町一般会計予算についてより、 日程

第１２、議案第８号、平成２ ７年度川西町水道事業会計予算についてまでの 総括
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質疑に入ります。  

    総括質疑通告により、１番  勝島健君。  

１番議員（勝島  健君）   議長のお許しをいただきましたので、一般会計 について４

つほど質問させていただきたいと思います。  

    まず１つ目ですけれども、地域公共交通対策委託事業 、いわゆるコミュニティ

バスの運行ですけれども、これに約１ ,０００万円の予算が計上されております。

ざっくりではありますけれども、年間延べ９ ,０００人、１日約３５日の利用者で、

有料化以降は減少傾向という 報告を受けております。バス運行という形で１日３

５回の町内移動、実質、その 約半分の人数に対するサービスを提供していること

になるんですけれども、これは、その１ ,０００万円をかけてするサービスの効率

としてはいかがなものであるか 。ちょっと効率が悪いのではないかと思う んです

けれども、別形態のものを考えたほうがいいのではないか。いわゆるデマンドタ

クシーとか、そういうもののほうがサービスがよくなるんじゃないかと私は思う

んですけれども、これについて御回答をいただきたいと思います。  

    続きまして、計画策定業務委託についてお尋ねします。  

    主要業務の概要 を見ると、計画策定の委託というのがところどころにございま

す。その費用が決して低いものではありません。代表的なものを挙げさせていた

だきますと、川西町総合計画作成準備委託費５６１万６ ,０００円、唐院工業団地

周辺整備関連設計業務委託料４９１万４ ,０００円、立地適正化計画策定業務委託

料９７５万３ ,０００円、川西町耐震改修促進計画 策定業務委託料１９ ２万３ ,０

００円となっております。  

    特殊技能が必要と思われる設計などを委託するというのは、その内容からも理

解できるんですけれども、計画策定の外部委託というのはどういうことなのか。

自分たちで計画はある程度考えられるのではないか。内 作できない理由は何なん

でしょうか。また、このように委託業務が多く、その件数が昨年と変わらない 中、

総務費の中の人を増やすというのは 、どういう理由によるものか。町長の肝入り

事業であるということはお聞きしているんですけれども、ひとつ説明をお願いし

たいと思います。  

    続きまして、道路補修についてであります。  

    風致地区、いわゆる旧村内 の道路というのは、下水道が布設されて以来一度も

補修されていない道路がたくさんあります。昨年から、道路の点検を外部委託に

より行っていただいてはおりますけれども、報告を見た 限り では、まだまだ主要

道路のみが調査されただけで、総延長に対する割合は低いと思います。今年も道

路の点検委託に多額 を費やすようであります けれども、その結果から推測される

道路補修費用の総額 の見込み、また、いつごろまでに一通りの補修が終了すると

見込んでいるか、それらの報告をしていただきたいと思います。  

    最後になります。教育委員会の人件費についてであります。  

    通年の請求額と大きくは変わらないと思うんですけれども、教育委員会事務局

費の人件費が約８ ,０００万円強、社会教育総務費のほうで約４ ,０００万円の人

件費が上げられております。これには子どもセンターや図書館の人件費は含まれ
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ておりません。教育費の総額は減少 傾向にあるのに、昨年に引き続き予算増で計

上されています。実施事業自体には例年と大幅な変更はないという話も聞いてお

ります。人件費については、人事異動等がありますので、必ずしも当初予算どお

りの執行ではないと思いますけれども、大きな費用 であること は間違いないわけ

です。教育は非常に大切ですけれども、教育費として４億７ ,０００万円余りが費

用として計上されているんですが、その４分の１が事務局費 となっています。そ

れ以外は、いわゆる幼稚園運営費、中学校への委託金、小学校の運営費もそうで

すけれども、１億２ ,０００万円もの費用を現場ではない事務局の人件費とするこ

とで、どのような仕事、どのような成果を上げようとしているのか、説明を求め

ます。  

    以上です。  

議   長（松本史郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   ただいまの勝島議員の御質問に対しまして、私からは、地

域公共交通対策委託事業について答弁させていただきます。その他につきまして

は、各部局より答弁させていただきます。  

    それでは、地域公共交通対策事業について御説明いたします。  

    本町が行っている地域公共交通対策事業は、十数年前まで運行していた路線バ

スの廃止以降、結崎駅から遠い本町の西側地区、保田、唐院、吐田、梅戸の高齢

者を中心に、公共交通に関する要望が多く、 川西こすもす号を、 公共交通空白地

の解消と、町民、 特に高齢者の移動手段の確保を観点に走らせることとし、平成

２４年１１月の運行当初から無料で運行している間は 、実績を伸ばしてまいりま

した。  

    平成２６年７月の有料化以降の利用実績は、無料運行時の実績より約１０％程

度減ってはおりますが、昨年１０月に実施した利用者意識調査においても、高齢

者の買い物や病院などの御利用に好評いただいており、 川西こすもす 号は住民生

活に欠かすことのできないものになってきており、 継続していきたいと考えてお

ります。  

    また、住民のニーズに合った今後の公共交通のあり 方につきましても、平成 25

年６月に本町の地域交通のあるべき姿を検討するために立ち上げた川西町地域公

共交通会議の場で、町民の代表の方や交通事業者、国、県、警察などの関係機関

の委員の皆様に川西こすもす 号の事業評価を行ってもらいながら検討してまいり

たいと思っております。  

    以上です。  

議   長（松本史郎君）   理事。  

理事兼総務部長（河井美樹君）   計画策定業務委託について説 明させていただきます。  

    国の方針による新規施策の増加や突発的な事業実施を行わなければならない状

況を踏まえ、それぞれの業務に関しては 、専門的な知識を有し、多方面にわたる

特殊技能を持つ民間業者に業務を委託することは、専門的な技術を持っていない

町職員が行う以上の業務効果があらわれるものと考えております。  

    また、平成２７年度当初予算に計上いたしました各種委託料についても、基本
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的方針や作業時における検証及び修正につきましては、当然担当職員もその業務

を行うこととなっており、既存事業についても、多岐にわた る業務を確実に行わ

なければならない状況の中で、外部委託できる部分を外部に行わせることで、よ

り精度の高い業務形態を保持することができると考えております。  

    なお、平成２７年度一般会計予算中の人件費につきましては、原則、前年度に

箇所づけされた職員の数に対応した予算を計上したもので、新年度に当該業務担

当課の人員を増やすものではございません。  

    以上です。  

議   長（松本史郎君）   産業建設部長。  

産業建設部長（松本雅司君）   それでは、私のほうからは、道路補修についての御説

明をさせていただきます。  

    平成２５年度に実施しました道路ストック路面性状調査は、町道全３４１路線、

７２キロメートルのうち、主要路線並びに地元からの要望がございます箇所３４

路線、約２０キロの調査を実施いたしました。  

    調査の結果、２０キロメートルに対しまして約３キロメートルが舗装 ・打ちか

え等の補修が必要であるという結果 を得て おります。費用の総額といたしまして

は、３キロメートルで約１万６ ,０００平米、１億１ ,０００万円の費用が必要で

あることがわかりました。特に路面のでこぼこ、ひび割れ、轍等により、路面の

老朽化により悪化した路 線、また車両、歩行者等の通行に支障を来している路線、

近隣家屋に被害を発生させている路線などを考慮し、優先的に補修をしていく予

定をしております。  

    また、工事予算といたしましては、現在 国からの道路老朽化対策事業といたし

まして、防災安全交付金の財源等を確保し、予算の範囲内で事業を進めてまいり

ます。  

    平成２７年度の道路の委託点検でございますが、前回と同様、道路補修の要望

箇所について、自治会の意向を加え、災害時における避難所までの物資等輸送路

線を調査対象路線と決定し、路面調査を実施いたしま す。その結果 、前回調査で

得られました舗装の候補区分に追加するとともに、自治会内の道路補修も視野に

入れ、計画を見直し、路面補修工事を実施したいと考えております。  

    議員の御質問の総額の見込みでございますが、全路線の点検がまだ終わってお

りませんので、費用の確定はしておりません。また、補修の終了見込みでござい

ますが、点検の結果で道路の内容等も変わってくることもございますので、時期

に関しましても見通しが立っていないのが現状でございます。国の交付金の確保

に努めるとともに、一日も早い 事業完了を目指し、町民が安心して暮らせるま ち

にしていきたいと思っております。  

    以上でございます。  

議   長（松本史郎君）   教育次長。  

教育次長（ 栗原  進君）   私からは、教育 委員会 人件費についてお答えさせていただ

きます。  

    教育委員会の人件費についてでございますが、まず、社会教育総務費の平成 27
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年度を除く過去３年間の人件費の予算についての推移を説明させていただきます。

給料、職員手当、共済費を人件費として見た場合、平成２４年度においては３ ,２

９２万３ ,０００円、平成２５年度は体育施設を指定管理者 制度に移行し、体育館

の職員を引き継ぎの関係から事務局に１名配置した関係で、約７００万円多い３ ,

９７２万４ ,０００円となっておりますが、平成２６年度は３ ,２３７万円で、平

成２７年度の人件費予算も３ ,３５３万６ ,０００円と、ほぼ近い額となっており

ます。  

    社会教育課におきましては、生涯学習、人権教育、文化事業、文化財、社会体

育、そして文化会館、ふれあいセンターの管理運営等、多くの事業、施設管理を

行っております。また、社会教育に関する団体も多く、婦人会、子ども会連合会、

連合ＰＴＡ、見守り隊、文化協会、体育協会などの事務局も所管しております。

現在、課長以下７名の体制で事務を行っておりますが、社会教育は多種多様な内

容であるため、職員は各自数種の係を兼ねており、その負担は大きいものがある

と考えております。  

    続いて、教育委員会事務局費でございますが、 この人件費の予算については、

主に総務課の人件費でございます。総務課についても、平成２７年度を除く過去

３年間の人件費の予算についての推移を説明させていただきます。  

    給料、職員手当、共済費を人件費として見た場合、平成２４年度においては８ ,

０８０万４ ,０００円、平成２５年度は７ ,５４２万５ ,０００円、平成２６年度は

７ ,４７１万６ ,０００円となっており、平成２７年度の人件費予算額７ ,１５２万

３ ,０００円と、毎年減少しております。  

    また、平成２６年度の川西小学校改築事業の完成に伴い、平成２７年度は建築

専門技師の配置を廃止しております。このような中で、総務課の人件費には、川

西小学校への少人数学級編制を行うべく、加配講師を平成２４年度、２５年度は

１名、平成２６年、２７年度は２名と増員し、予算計上させていただいておりま

す。平成２７年度の総務課人件費の内訳といたしましては、特別職１名、管理職

３名、一般職２名 、技能職１名の計７名と、小学校への加配講師２名の合計９名

となっております。  

    小学校の少人数学級編制実施については、少人数によるよりきめ細かな教育を

行うため、今後も必要と考えているところでございます。また、平成２７年度か

らは、式下中学校組合の管理町となることから、その事務量も増えてまいります。

このような状況にはありますが、人件費についてはできるだけ抑制していくよう

努力してまいりたいと考えております。  

    以上、御理解、御協力賜りますようお願いいたします。  

議   長（松本史郎君）   勝島議員。  

１番議員（勝島  健君）   一通り回答をありがとうございました。  

    それでは、コミュニティバスの件について再度お尋ねします。  

    コミュニティバスは高齢者の方の移動手段の達成のためのものであるというこ

とで回答をいただきました。高齢者向けのことで、これからますます高齢化が進

みまして、体のお悪い方が出てこられると思います。バス運行といいますのは、
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当然バス停までの移動が必要になってくるんですけれども、それすら もできなく

なる方についてどうしていくのか。これはちょっと地域公共交通対策だけではな

くて、福祉とかそうい う問題も含まれてくるかとは思うんですけれども、当然、

バスよりも、同僚議員が過去に何度も質問されている中にも出てると思うんです

けれども、バス停まで歩くよりも、できるだけ玄関 に近いところまで送り迎えで

きる形を実現できるという体制に早い目にしておいたほうがいいんじゃないかと

思うわけであります。先ほども質問の中で数字を挙げました。３５回の移動に、

年間約１ ,０００万円ですから、１日３万円強の費用をかけてるということになる

んですね。ならば、もう少し個別なサービスで対応したほうが、内容としては上

じゃないかと私は思うわけで 、コミュニティバスの運行にこだわらず、より質の

高いサービスを提供できる方法を検討していっていただきたいと思います。  

    続きまして、委託料とか教育委員会の人件費の話をさせていただきましたけれ

ども、人件費は、人が必要なことはよくわかります。 聞きたいのは、 何でそれだ

けの人が要るのか。事務量が多いなら多いで、言っていただければ、確かにこの

仕事量なら、その人数を用意しておかんとだめと 。その人数がかかるなら、その

人件費はしょうがない。私は、審査をする立場では、そこを知りたいわけです。

民間でありましたら、成果 ・効率というのを常に求められるわけです。その努力

をするために、これだけ仕事をしました、この仕事でこんな結果が出ましたとい

うのを業務報告という形で 、定量的にはかるためにそういうこともやっているん

ですけれども、残念ながら、役所の仕事というのは、私らが予算書なり、あるい

は職員さんに聞いたところでも、そういうことはやっていないと。予算はどんど

ん減ってますから 、お金の使い方を効率よくしないと、最終的に住民のための仕

事はできないので、ぜひとも事務量を定量的に評価する方法を、事務事業評価は

もちろん取り組まれておりますけれども、 そういうことも取り組んでいただいて、

人件費に対して、これだけ要るという理由を私たちに見せるようにしていただき

たい。公会計制度が導入されたら、そういう部分も もっと見えてくるのかもしれ

ませんけれども、その辺もちょっと考えていただきたいなと思います。  

    あと、道路補修なんですけれども、古い道路は長いこと補修されていない。特

に旧村内の道路というのは、 交通量で傷むんじゃなくて、時間がたって傷んでる

んですね。表面の油分が抜けてしまって。そういう部分、住民の皆さんは、「も

うこの道は大分古いねん。いつになったらきれい にしてもらえるんやろ」という

ことで期待されているんですから。前にちょっと個別に提案したことがあります

けれども、表面だけを塗りかえるような新しい方法なんかも出てきておりますの

で、費用面でも、これまでのように道を全部めくってやり直すより は安く仕上が

るという形で提案されていると思いますので、そういう新しい技術も積極的に導

入していただいてというか、業者も育てていただかなければならないかもしれ な

いですけれども、そういう方面での行政的な対応というか、手当てをお願いした

いと思います。  

    よろしくお願いします。  

議   長（松本史郎君）   副町長。  
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副  町  長（森田政美君）   地域公共交通についてですけれども、先ほど町長のお答え

にもありましたように、交通会議の中でさまざまな意見の検証はさせていただい

ております。まず、川西町では、バスを運行させるに当たっては、福祉と一旦は

切り離した形で、福祉には福祉の制度がございますので、高齢者の御利用は多い

んですけれども、切り離した形で進めていこうというのが現段階でございます。  

    ただ、これ以上御利用が減ってくるという部分があるのであ れば、また違う方

向での方策もこの検討会議の中で進めていきたいと考えております。  

    ただ、現在国の基準で、年間の１運行当たりの平均乗車人員は１人であるなら

ば、補助金の対象でありますよという基準がございまして、川西町は現在のとこ

ろ１ .４３ということで、一応補助基準を上回っているというところでございます。  

議   長（松本史郎君）   これをもちまして、 議案第１号より議案第８号までの 総括

質疑を終結いたします。  

    お諮りいたします。  

    ただいまの議案第１号より議案第８号までの８議案の討論を省略し、 各関係委

員会に付託することに御異議ございませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（松本史郎君）   異議なしと認め、議案第１号より議案第８号までの 諸議案

を厚生及び総務・建設経済の各常任委員会に付託いたします。  

    お諮りいたします。  

    日程第１３、議案第９号、平成２ ６年度川西町一般会計補正予算についてより、

日程第３５、議案第 ３１号、川西町、三宅町及び川西町・三宅町式下中学校組合

指導主事共同設置規約の廃止に ついてまでの ２３議案を一括議題といたしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（松本史郎君）   異議なしと認め、一括議題といたします。  

    当局の提案理由の説明を求めます。  

    町長。  

町   長（竹村匡正君）   それでは、平成２ ６年度の補正予算について御説明 申し上

げます。  

    議案第９号、平成２６年度川西町一般会計補正予算についてでございます。  

    １３ページをお開きください。まず、歳出についてでございます。  

    款１ .議会費  項１ .議会費におきまして、人件費の減により７０万円の減額、款

２ .総務費  項１ .総務管理費におきましては、人件費の増、財政調整基金積み増し

及びプレミアム商品券の発行等の地方創生事業の実施などにより 、差し引き１億

１ ,５５１万円の増額 、１５ページに移っていただき、 項２ .徴税費におきまして

は、固定資産税の還付金等の発生によ り１ ,０７０万円の増額、項３ .戸籍住民基

本台帳費におきまして、人件費の増により９万円の増額、款３ .民生費  項１ .社会

福祉費におきまして は、介護保険事業勘定繰出金及び人件費の減等により６７５

万円の減額、項２ .児童福祉費におきましては、子育て世帯臨時特例給付金事業に

係る給付金の増等によりまして８万円の増額をお願いするものです。  
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    １６ページに移っていただき、款３ .人権施策費においては、歳出の増減はあり

ませんが、財源の調整を図るものでございます。  

    款４ .衛生費  項１ .保健衛生費におきましては、人件費の減等により、１１４万

円の減額をお願いするものです。項２ .清掃費におきましては、人件費の増により 、

３５万円の増額をお願いするものです。  

    １７ページに移っていただき、款５ .農商工業費  項２ .商工費及び款６ .土木費  

項２ .道路橋梁費においては、歳出の増減はありませんが、財源の調整を図るもの

でございます。項３ .都市計画費におきまして、公共下水道事業特別会計への繰出

金の減により１４５万円の減額、項４ .住宅費におきまして、公営住宅の 長寿命化

対策事業の実施を一部控えたことによるなどの執行の減により、３ ,７２５万円の

減額をお願いするものです。  

    １８ページに移っていただき、款８ .教育費  項２ .小学校費におきまして、川西

小学校の電気料金の増により７０万円の増額、項５ .幼稚園費、項６ .社会教育費

及び項７ .保健体育費においては、人件費の増減により、それぞれ３１０ 万円の減

額、４３万円の増額、６万円の増額をお願いするものです。  

    主なものは以上です。  

    次に、歳入につきましては、戻っていただいて、１０ページを御覧ください。  

    款９ .地方交付税では、普通交付税が決定したことにより 、６ ,０３１万円の増

を見込んでおります。  

    款１３ .国庫支出金  項２ .国庫補助金における主なものといたしまして、歳出で

も説明いたしました国の地方創生事業に係る交付金の増、事業執行量の減により

ます土木費国庫補助金の減、合わせまして２ ,４５２万円の増、１１ページに移っ

ていただき、項３ .委託金におきまして、子育て世帯臨時特例給付金給付事務 委託

金３万円の減を見込んでいます。  

    款１７ .繰入金  項１ .基金繰入金におきましては、その他の財源が当初見込みよ

り増額となったため、地域福祉基金及びまちづくり基金からの繰入金１ ,２６０万

円を減額するものです。  

    款１８ .繰越金におきましては、前年度からの繰越金３ ,４７５万円の増額をお

願いするものです。  

    １２ページに移っていただき、款１９ .諸収入におきましては、新市町村振興宝

くじ交付金の減に伴い、４５万円の減額をお願いするものでございます。  

    款２０ .町債  項１ .町債におきましては、各事業執行減や交付税措置のない起債

を手控えたことによる土木債３ ,５００万円の減、また、減収補塡債として総務債

６００万円の増を計上しております。  

    以上によりまして、歳入歳出それぞれ７ ,７５２万円の増額補正をお願いするも

のであります。これによりまして、平成２ ６年度の一般会計予算の総額は、歳入

歳出それぞれ３６億１ ,２９７万円となります。  

    このほか、繰越明許と しまして、６ページ を御覧ください。今回補正計上させ

ていただいた国の補正予算に係る 地方創生関連 事業のほか、社会福祉に係るシス

テム改修作業及び小学校の周辺整備事業 については、今年度中での執行が困難な
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ことから、翌年度に繰り越して使用するため、６ ,０２３万円の繰越明許費をお願

いいたします。  

    ７ページを御覧ください。地方債限度額の補正についてでございます。  

    公営住宅建設事業 等各種事業の実績に 合わせて 、それぞれ 限度額の増 減をお願

いするものです。  

    次に、議案第１０号、平成２ ６年度川西町国民健康保険特別会計補正予算につ

いてでございます。  

    まず、歳出についてですが、７ページを御覧願います。  

    主なものといたしまして、款１ .総務費におきまして、国保連合会負担金の増に

より３３万円の増額、款２ .保険給付費  項１ .療養諸費におきまして、退職被保険

者等療養給付費の増等により、５９０万円の増額、項２ .高額療養費については、

退職被保険者等高額療養費の増により 、１００万円の増額をお願いするものです。  

    款７ .共同事業拠出金  項１ .共同事業拠出金におきまして、今年度の拠出金額が

確定しましたので、高額共同事業医療費拠出金の減 、保険財政共同安定化事業拠

出金の増により、差し引き５２８万円の減額をお願いするものです。  

    ８ページに移っていただき、款８ .保健事業費におきまして、特定健康診査等事

業費８９万円の増額、款１０ .諸支出金におきまして、療養給付費償還金６１０万

円の増額をお願いするものです。  

    歳入につきましては、５ページを御覧願います。  

    療養給付費のおおむねの見込みが出てきたことから、款３ .国庫支出金  項１ .国

庫負担金１８１万円の減額、 款４ .療養給付費等交付金におきまして、交付金２ ,

３８８万円の増額、款６ .県支出金におきまして、高額医療費共同事業負担金等１

８１万円の減額、款９ .繰入金におきまして、基金からの繰入金を減額することに

より財源を調整しております。  

    これにより、歳入歳出それぞれ ８９４万円追加し、同特別会計の予算総額は、

歳入歳出それぞれ１１億６ ,３７９万円となります。  

    次に、議案第１１号、平成２ ６年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算

についてでございます。  

    ８ページを御覧ください。歳出でございます。  

    主なものといたしまして、款１ .総務費におきましては、地域包括ケアシステム

調査委託等により２１５万円の増額、款２ .保険給付費におきましては、各サー ビ

ス利用者の減による負担金の減等により、 項１ .介護サービス等諸費において ４ ,

２００万円の減額、項２ .介護予防サービス等諸費において４４０万円の減額、９

ページに移っていただき、項４ .高額介護サービス等費において１６０万円の減額、

項５ .特定入所者介護サービス等費において ２０万円の増額、項６ .高額医療合算

介護サービス等費において４０万円の減額をお願いするものです。  

    そして、款３ .地域支援事業費において、家族介護用品支給事業１００万円の減

額、１０ページに移っていただき、款４ .基金積立金におきましては、余剰金 の積

み立て金の増として１ ,５４９万円の増額を行うものです。  

    ６ページにお戻りください。歳入でございます。  
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    給付費の減に伴う負担金や交付金の減によるもので、款４ .国庫支出金におきま

して１ ,０１１万円の減額、款５ .支払基金交付金におきまして１ ,０８９万円の減

額、款６ .県支出金に おきまして５６３万円の減額、款７ .繰入金におきまして４

９４万円の減額をお願いするものです。  

    これによりまして、歳入歳出それぞれ３ ,１５６万円を減額し、同特別会計の予

算総額は、歳入歳出それぞれ７億３ ,７１２万円となります。  

    このほか、繰越明許としましては、４ページを御覧ください。先ほどの一般会

計補正予算と同様に、今回補正計上させていただいた国の補正予算に 係る事業等

については、今年度中での執行が困難なことから、翌年度に繰り越して 使用する

ため、２１５万円の繰越明許費をお願いいたします。  

    次に、議案第１ ２号、平成２ ６年度川西町公共下水道事業特別会計補正予算に

ついてでございます。  

    ７ページを御覧ください。設計業務や工事の執行残並びに 流域下水道関連負担

金の減等により、歳入歳出それぞれ７１２万円を減額し、 こ れにより、同特別会

計の予算総額は、３億３ ,１２９万円となります。  

    そのほか、繰越明許としましては、３ページを御覧ください。  

    流域下水道事業建設負担金事業については、今年度中での執行が困難なことか

ら、翌年度に繰り越して使用するため、３０万円の繰越明許費をお願いいたしま

す。  

    ４ページを御覧ください。地方債限度額の補正についてでございます。  

    下水道事業の実績に合わせて限度額の減額をお願いするものです。  

    次に、議案第１ ３号、平成 ２６年度川西町水道事業会計補正予算 について でご

ざいます。４ページを御覧ください。  

    収益的支出におきまして 、委託料や工事費の減により ６９３ 万円の 減額、資本

的支出におきまして、配水管布設に係る委託料 の減により、 １００万円の減額を

お願いするものです。  

    以上が、平成２６年度補正予算関係でございます。  

    続きまして、条例改正でございます。  

    まず、議案第１４号、川西町行政手続条例の一部改正についてでございます。  

    １枚おめくり ください。これは、 行政手続法の一部を改正する法律の施行に伴

い、行政指導の中止 や処分の求めなど、制度の追加を 行う条例の改正でございま

す。  

    次に、議案第１ ５号、特別職の職員 で非常勤の ものの報酬 及び費用弁償に関す

る条例の一部改正についてでございます。  

    １枚おめくりください。 これは、 川西町農業委員の報酬額を見直すことに伴う

条例の改正でございます。  

    次に、 議案第１ ６号、川西町 立幼稚園保育料及びバス使用料徴収条例の全部改

正についてでございます。  

    １枚おめくりください。 これは、 子ども ・子育て支援法の施行に伴う条例の全

部改正でございます。  
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    次に、 議案第１７号、川西町立川西幼稚園預かり保育 条例の一部改正について

でございます。  

    １枚おめくりください。これにつきましても、子ども・子育て支援法の施行に

伴う国の補助基準の運用により、預かり保育料等の改正を行う条例の一部改正で

ございます。  

    議案第１８号、川西町 中央公民館使用料条例の一部改正についてで ございます。  

    １枚おめくりください。 これは、 対象施設のうち、研修室Ａ及びＢの管理廃止

に伴う改正でございます。  

    次に、議案第１９号、川西文化会館条例の一部改正についてでございます。  

    １枚おめくりください。これは、当該施設 の許可権者を館長 から町教育委員会

に見直すこと及び使用許可条件項目の追加を 行ったことに伴う改正でございます。  

    次に、議案第２０号、川西町保育の実施に関する条例の廃止についてでござい

ます。  

    これは、子ども・子育て支援法施行規則が定められ、当該条例の保育の実施基

準の条例委任がなくなることによる条例の廃止でございます。  

    次に、議案第２１号、川西町放課後児童健全育成施設設置条例の一部改正につ

いてでございます。  

    １枚おめくりください。 これは、 児童福祉法の改正により、学童保育施設の 入

所対象者が小学校全学年に拡大されたことに伴う改正でございます。  

    次に、議案第 ２ ２号、川西町ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正につい

てでざいます。  

    １枚おめくりください。 これは、 県の精神障害者医療費助成実施要綱が変更さ

れたことに伴い、 先に川西町心身障害者医療費助成条例の改正をさせていただき

ましたが、それに合わせまして当該条例の見直しを行う改正でございます。  

    次に、議案第２３号、川西町介護保険条例の一部改正についてでございます。  

    １枚おめくりください。これは、平成２７年度から２９年 度までの３年間の介

護保険料等を定めた川西町第７次高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画が

策定されたことにより、改正するものでございます。  

    次に、議案第２４号、 川西町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項

並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に 係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて、及び議案第２５号、川西町指定地域密着型介護予防サービス の事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに 係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する 基準を定める 条例の一部改正について、及び議案

第２６号、川西町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正についてでございます。  

    以上３条例につきましては、介護保険法施行規則等の改正に伴い、各事業等の

運営に関する基準の追加等による改正を行うものです。  

    次に、 議案第２ ７号、川西町 体育施設の指定管理者の指定について 、及び議案

第２８号、梅戸自動車駐車場の指定管理者の指定について、及び 議案２９号、下
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永火葬場の指定管理者の指定についてでございます。  

    以上３施設については、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議案

第２７号については、ＮＰＯ法人川西スポーツクラブ、議案第２８号については、

梅戸自治会、議案第２９号については、東方自治会に指定管理者の指定を行うた

め、議会の議決をお願いするものです。  

    次に、議案第３０号、定住自立圏形成協定の締結についてでございます。  

    これは、天理市と協定を締結することについて、川西町の議決すべき事件に関

する条例第２条に基づき、議会の議決をお願いするものです。  

    次に、議案第３１号、川西 町、三宅町及び川西町・三宅町式下中学校組合指導

主事共同設置規約の廃止についてでございます。  

    これは、川西町 、三宅町及び川西町・三宅町式下中学校組合において指導主事

を設置しておりましたが、式下中学校単独の指導主事となるために、本規約を廃

止するものです。  

 以上でございます。  

議   長（松本史郎君）   町長の説明が終わりましたので、ただいまより総括質疑に

入ります。  

総括質疑通告により、２番  堀格君。  

２番議員（堀   格君）   第９号議案の一般会計の平成２６年度の補正予算につきま

して、１点お尋ねしたいと思います。  

    繰越明許費を上げられていますが、ちょっと長い言葉で、 かまない で言えない

ようなあれですが、地域消費喚起・生活支援交付金事業ということについてお尋

ねしたいと思います。  

    これは、政府が経済対策の柱として、今年度、平成２６年度の補正予算として

地方自治体向けに、これも長いんですが、地域住民生活等緊急支援のための交付

金ということで、中身として２つの交付金が新設され、総額４ ,２００億円になる

そうであります。商品券の発行など、地域消費喚起・生活支援型に２ ,５００億円、

事業や雇用創出など地方活性化を促す地方創生先行型１ ,７００億円を政府として

計上したと。  

    お尋ねしたいのは、この交付金のうち消費喚起型につきまして、当然、政府の

地方自治体向けでありますから、川西町もこれに対応して、このたび補正予算を

組んでいるわけでありますから、その概要について説明を伺いたいと思います。  

    特に、そのうち生活支援型というのもありまして、これは非常に喜んでいただ

ける話でありますので、その取り組みについての考え方なり規模につきまして御

説明いただけたらと思います。疑義があるわけではありませんが、何せ、この件

についてはいろいろ新聞紙上に 出ておりますので、せっかくの機会でございます

ので、お尋ねしたいと思います。  

    以上でございます。  

議   長（松本史郎君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   堀議員がお述べの地域住民生活等緊急支援交付金は、地方

への好循環拡大に向けた緊急経済対策として、国の平成２６年度補正予算に盛り
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込まれたもので、本町もこの交付金を活用した取り組みを本定例会の補正予算案

として提出しております。  

    この交付金は、地域消費喚起・生活支援型と地方創生先行型のメニューがござ

います。地域の消費喚起を目的 とした事業といたしまして、町内の商店で利用で

きるプレミアム商品券の発行を計画しております。内容といたしましては、１万

円で１万２ ,５００円の買い物ができる、プレミアム率２５％の商品券を発行する

ものでございます。  

    また、議員からお問い合わせいただいた生活支援型の事業といたしましては、

私の公約である「子どもや子育てしている人にとってやさしいまちづくり」に沿

う形として、子育て 世帯の経済的負担を支援する子育て世帯生活支援商品券の発

行を計画しております。  

    内容といたしまして、１５歳以下の子どもがいる世帯に対し、１人につき３ ,０

００円分の商品券を交付するものでございます。また、多子世帯に対しておたふ

く風邪ワクチン、Ｂ型肝炎ワクチン、ロタウイルスワクチンなどの予防接種の費

用の一部の補助をする事業も計画しております。  

    次に、将来にわたって活力ある社会を実現することを目的とした地方創生先行

型事業といたしましては、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づいた地方

版総合戦略の策定と、その戦略と私の公約に沿う施策として、子育て ・教育環境

の整備、安全安心を支える地域づくり、地域特産品の啓発などを計画しておりま

す。  

    なお、これら国のいわゆる地方創生関連事業は２８年度以降も継続して実施さ

れますので、本町といたしましても、引き続き当該交付金を活用して、効果的な

施策の展開を図りたいと考えております。  

    以上です。  

議   長（松本史郎君）   堀議員。  

２番議員（堀   格君）   ありがとうございました。 消費喚起型につきましては、一

刻も早くというわけではありませんけれども、せっかく政府の支援でやることで

ありますから、事務的に可能な限り実施に移していただきたいと思います。  

    それから、地方創生先行型につきまして も、せっかく政府の支援があるわけで

ありますので、内容のある総合戦略を立てていただきたいというふうに 要望して

おきたいと思います。  

    どうもありがとうございました。  

議   長（松本史郎君）   これをもちまして 、議案第９号より議案第 ３１号までの 総

括質疑を終結いたします。  

 お諮りいたします。  

 ただいまの議案第９号より議案第３１号までの２３議案の討論を省略し、各関係

委員会に付託することに御異議ございませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（松本史郎君）   異議なしと認め、議案第９号 より議案第 ３１号までの 諸議

案を厚生及び総務・建設経済の各常任委員会に付託いたします。  
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    なお、 各委員会の開催は、お手元に配付のとおりお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げます。  

    次に、日程第３ ６、議案第３２号、工事請負契約の変更契約の締結についてを

議題といたします。  

    議案の朗読を省略し、町長より提案理由の説明を求めます。  

    町長。  

町   長（竹村匡正君）   議案第３２号、工事請負契約の変更契約の締結についてで

ございます。  

    これは、 地方自治法第９６条第１項第５号並びに議 会の議決に付すべき契約及

び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、川西小学校改築工事

の変更契約について、議会の議決をお願いするものです。  

    以上でございます 。何とぞよろしく 御 審議賜りますよう 、 お願い申し上げます。  

議   長（松本史郎君）   ただいま説明のありました 議案第３２号 について、質疑あ

りませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（松本史郎君）   質疑がないようですので、 質疑を終わり、これより 討論に

入ります。討論ありませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（松本史郎君）   討論がないようですので、これより採決いたします。  

    議案第３２号について、原案のとおり 可決することに賛成の方の挙手を求めま

す。  

           （挙手する者あり）  

議   長（松本史郎君）   賛成全員により、本案件は、原案のとおり 可決することに

決しました。  

    以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。  

    本日の会議は、これをもって散会といたします。  

    なお、明日より１ ８日までは、各委員会開催のため休会といたします。 １９日

午後２時より再開 し、ただいま各常任委員会に付託されました各議案について、

委員長の報告を求めることにいたします。  

 本日は、どうもありがとうございました。  

（午後０時２６分  散  会）  
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厚生委員会議事日程 

        平成 27年 3月 12日 (木 ) 午前 10時  開議  

日程第１  議案第１号  平成２７年度川西町一般会計予算について  

          

  歳出  款２  総務費  項３  戸籍住民基本台帳費   P.37～ 38  

   款３  民生費      P.41～ 54  

   款４  衛生費      P.54～ 58  

  歳入  上記関係歳入      P.16～   

日程第２  議案第２号  平成２７年度川西町国民健康保険特別会計予算について  

日程第３  議案第３号  平成２７年度川西町後期高齢者医療特別会計予算について  

日程第４  議案第４号  平成２７年度川西町介護保険事業勘定特別会計予算について  

日程第５  議案第５号  平成２７年度川西町介護保険介護サービス事業勘定特別会計予

算について  

日程第６  議案第９号  平成２６年度川西町一般会計補正予算（第 5回）について  

          

  歳出  款２  総務費  項１  総務管理費  目 12 節 28  P.14  

   款３  民生費     P.15～ 16  

  歳入  上記関係歳入      P.10～   

日程第７  議案第 10号  平成２６年度川西町国民健康保険特別会計補正予算（第 3回）

について  

日程第８  議案第 11号  平成２６年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第 3

回）について  

日程第９  議案第 20号  川西町保育の実施に関する条例の廃止について  

日程第 10 議案第 21号  川西町放課後児童健全育成施設設置条例の一部改正について  

日程第 11 議案第 22号  川西町ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正について  

日程第 12 議案第 23号  川西町介護保険条例の一部改正について  

日程第 13 議案第 24号  川西町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部改正について  
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日程第 14 議案第 25号  川西町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部

改正について  

日程第 15 議案第 26号  川西町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正について  

日程第 16 議案第 28号  梅戸自動車駐車場の指定管理者の指定について  

日程第 17 議案第 29号  下永火葬場の指定管理者の指定について  

           

           

           

          閉会  午後 0時 54分  
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出席委員                     

                           

 委員長  伊藤  彰夫  副委員長  勝島   健          

 委  員  堀    格  委  員  杉井  成行          

 委  員  森本  修司  委  員  芝   和也          

 議  長  松本  史郎  副議長  石田  三郎           

                           

説明のために出席した者                

                           

 町  長  竹村  匡正              

 副町長   森田  政美                   

 理事兼総務部長   河井  美樹                

 総務課長   奥   隆至  財政課長   西村  俊哉        

                           

 福祉部長  下間  章兆                   

 住民生活課長  吉田  昌功  長寿介護課長  堀内規世子       

 健康福祉課長  吉岡  秀樹  保険年金課長   吉岡  伸晃          

             

                           

             

                           

職務のために出席した者                

                           

 議会事務局長  髙間  隆弘                 

 議会事務局  髙木  敬子                 

                           

欠席委員及び職員                     
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総務建設経済委員会議事日程  

        平成 27年 3月 13日（金）  午前 10時  開議  

日程第１  議案第１号  平成２７年度川西町一般会計予算について  

  歳出  款１  議会費      P.28～ 29  

   款２  総務費      P.29～ 41  

   款５  農商工業費    P.58～ 61  

   款６  土木費      P.61～ 66  

   款７  消防費      P.66～ 68  

   款８  教育費      P.68～ 83 

   款９  公債費      P.84  

   款 10 諸支出費     P.84 

   款 11 予備費      P.84  

  歳入  上記関係歳入      P.13～   

日程第２  議案第６号  平成２７年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につ

いて  

日程第３  議案第７号  平成２７年度川西町公共下水道事業特別会計予算について  

日程第４  議案第８号  平成２７年度川西町水道事業会計予算について  

日程第５  議案第９号  平成２６年度川西町一般会計補正予算（第 5回）について  

  歳出  款２  総務費     P.13～ 15  

   款５  農商工業費    P･17  

   款６  土木費     P.17  

   款８  教育費     P.17～ 19  

  歳入  上記関係歳入      P.10～   

日程第６  議案第 12号  平 成 ２ ６ 年 度 川 西 町 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 2

回）について  

日程第７  議案第 13号  平成２６年度川西町水道事業会計補正予算（第 3回）について  

日程第８  議案第 14号  川西町行政手続条例の一部改正について  

日程第９  議案第 15号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について  

日程第 10 議案第 16号  川西町立幼稚園保育料及びバス使用料徴収条例の全部改正につ

いて  

日程第 11 議案第 17号  川西町立川西幼稚園預かり保育条例の一部改正について  
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日程第 12 議案第 18号  川西町中央公民館使用料条例の一部改正について  

日程第 13 議案第 19号  川西文化会館条例の一部改正について  

日程第 14 議案第 27号  川西町体育施設の指定管理者の指定について  

日程第 15 議案第 30号  定住自立圏形成協定の締結について  

日程第 16 議案第 31号  川西町、三宅町及び川西町 ･三宅町式下中学校組合指導主事共

同設置規約の廃止について  

   

   

   

            

          閉会  午前 11時 34分  
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出席委員                     

                       

 委員長  大植   正   副委員長  今村  榮一         

 委  員  石田  三郎   委  員  松本  史郎         

 委  員  寺澤  秀和   委  員  中嶋  正澄         

                  

                       

説明のために出席した者              

            

 町  長  竹村  匡正           

 副町長    森田  政美              

 理事兼総務部長  河井  美樹              

 総務課長   奥   隆至    財政課長  西村俊哉     

 まちづくり推進課長  安井  洋次   税務課長  福本  誠治    

                       

 産業建設部長  松本  雅司   産業建設課長  山口  尚亮     

                       

 教育長  山嶋  健司   教育次長  栗原  進        

 教委総務課長  深澤  達彦   社会教育課長  廣瀬  行延     

                       

 水道部長心得  福本  哲也        

                       

 会計管理者    寺澤  伸和         

           

                       

職務のために出席した者              

                       

 議会事務局長  髙間  隆弘               

 議会事務局  髙木  敬子              

                       

欠席委員及び職員                 
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平成２７年川西町議会第１回定例会会議録 (再 開) 

 

 招集年月日   平成２７年 ３月１９日 
 

 招集の場所   川 西 町 役 場 議 場 
 

 開 会        平成２７年 ３月１９日   午後２時 宣告 
 

 出 席 議 員 

１番 勝島 健  ２番 堀  格  ３番 伊藤彰夫  ４番 石田三郎  

 

５番 今村榮一  ６番 松本史郎  ７番 寺澤秀和  ８番 森本修司     

 

 ９番 杉井成行  10番 中嶋正澄  11番 芝 和也  12番 大植 正 

 

 欠 席 議 員         
 

 

地方自治法第

121条の規定

により説明の

ため出席した

者の職氏名 

町 長 竹村匡正           副町長 森田政美 
 

 教育長  山嶋健司          理事兼総務部長 河井美樹 
 

 会計管理者 寺澤伸和       産業建設部長 松本雅司 
 

 
福祉部長 下間章兆        教育次長  栗原 進 

 

水道部長心得 福本哲也 

 
総務課長 奥 隆至        財政課長 西村俊哉    

まちづくり推進課長 安井洋次 

 

  
 

  

  監査委員 木村 衛 
 

 本会議に職務

のため出席し

た者の職氏名 

議会事務局長 髙間隆弘 
 

  議会事務局 髙木敬子    

 モニター係 飯田浩之 
 

 本日の会議に

付した事件 

  別紙議事日程に同じ 
 

  
 

 
 会議録署名 

議員の氏名 

  議長は会議録署名議員に次の２人を指名した 
 

 11番  芝 和也  議員 12番  大植 正 議員 
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川西町議会第１回定例会（議事日程） 

   
平成２７年３月１９日（木）午後 2 時 00 分再開 

   

日程 議案番号 件           名 

      

      

第１ 議案第 1 号    

  ～ 委員長報告 

  議案第 31 号   

      

      

    質疑・討論 

      

  採決 
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（午後２時００分   再   開）  

議   長（松本史郎君）   皆さん、 こんにちは 。お足元の悪い中、御苦労さんでござ

います。  

    これより、平成２７年川西町議会第１回定例会を再開します。  

    ただいまの出席議員は １２名で、定足数に達しております。よって議会は成立

いたしましたので、これより会議を開きます。  

  日程第１、委員長報告を議題といたします。  

  去る１０日の定例会において上程されました、議案第１号、平成２７年度川西町

一般会計予算についてより、議案第３１号、川西町、三宅町及び川西町・三宅町式

下中学校組合指導主事共同設置規約の廃止についてまでの３１議案につきましては、

各所管の常任委員会におのおの付託されておりますので、この際、一括議題といた

したいと思いますが、これに御異議ございませんか。  

        （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（松本史郎君）   異議なしと認めます。  

    それでは、ただいまより、各委員会の審査の経過並びに結果について、順次委

員長の報告を求めます。  

議   長（松本史郎君）   総務・建設経済委員長、大植正君。  

総務・建設経済委員長（大植  正君）   議長の御指名をいただきましたので、総務・

建設経済委員会を代表いたしまして委員長報告をいたします。  

    去る３月１０日の本会議において当委員会に付託されました各議案について、

平成２７年３月１３日に委員会を開催し、当局から詳細な説明を受け、慎重に審

議いたしました。  

    まず、議案第１号、平成２７年度川西町一般会計予算についてであります。  

    委員より、「二階堂幼稚園の委託費について 」の質問があり、当局から、「二

階堂幼稚園の建てかえにおける用地費及び建物建設費に係る起債償還金について

負担を行っているものである。その負担は、 在園児がいなくても発生するもので

あり、償還は、用地費で平成２９年度まで、建設費で平成３０年度までとなって

おり、この負担金を委託費として計上させて いただいている」との回答がありま

した。  

    また、委員より、「小学校についてもそのような負担はあるのか」との質問が

あり、当局から、「小学校分に ついてはプールの起債償還があり、期間は平成 22

年度より平成４１年度までの２０年間で、平成２７年度予算では１５万８ ,９３０

円を計上している」との回答がありました。  

    次に、委員より、 「固定資産税に関して、登記地目及び現況が堤であった土地

が堤の用をなさなくなった場合の課税についての考え方について 」の質問があり、

当局より、「固定資産税は、登記簿上の地目にかかわりなく、現況及び利用目的

により評価し、その価格をもとに課税標準額を算定し て課税することとなり、土

地の場合は、他に所有する土地も含めて課税標準額が３０万 円に満たない場合に

は課税しない。また、評価するに当たり精査等必要な場合は、不動産鑑定士等の

意見を求めと評価することになる」との回答がありました。  
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    また、委員より、 「ふるさと応援寄附金推進事業による記念品の選定 状況及び

ふるさと納税で寄附された基金の管理について 」の質問があり、当局より、「記

念品については、川西町の特産品である結崎ネブカ、貝ボタンに関連した品を考

えており、基金については、平成２１年３月に制定された川西町ふるさと応援基

金条例に基づき、寄附された寄附金は当該基金に積み立てられる」との回答があ

りました。  

    以上の審議をもちまして、議案第１号、平成２７年度川西町一般会計予算を承

認いたしました。  

    次に、議案第６号、平成２７年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

について、議案第７号、平成２７年度川西町公共下水道事業特別会計予算につい

て及び議案第８号、平成２７年度川西町水道事業会計予算についての３議案につ

いては、いずれも提案説明どおり承認いたしました。  

    次に、議案第９号、平成２６年度川西町一般会計補正予算について、議案第 12

号、平成２６年度川西町公共下水道 事業 特別会計補正予算について、議案第１３

号、平成２６年度川西町水道事業会計予算補正予算について、議案第１４号、川

西町行政手続条例の一部改正について、議案第１５号、特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第１６号、川西

町立幼稚園保育料及びバス使用料徴収条例の全部改正について、議案第１７号、

川西町立川西幼稚園預かり保育条例の一部改正について、議案第１８号、川西町

中央公民館使用料条例の一部改正について、議案第１９号、川西文化会館条例の

一部改正について、議案第２７号、川西町体育施設 の指定管理者の 指定について、

議案第３０号、定住自立圏形成協定の締結について、議案第３１号、川西町、三

宅町及び川西町・三宅町式下中学校組合指導主事共同設置規約の廃止についての

12議案については、いずれも提案どおり承認いたしました。  

    以上が、当委員会に付託されました各議案の審議の結果でございます。  

 次に、当委員会に係る審査案件につきましては、地方自治法第１０９条第９項の

規定に基づき、議会閉会中においても調査並びに審査できるように議決されんこと

をお願い申し上げまして、総務・建設経済委員会を代表いたしましての委員長報告

とさせていただきます。  

 議員各位には、御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。  

議   長（松本史郎君）   続きまして、厚生委員長、伊藤彰夫。  

厚生委員長（伊藤彰夫 君）   議長の御指名をいただきましたので、厚生委員会を代表

いたしまして委員長報告をいたします。  

    去る３月１０ 日の本会議において当委員会に付託されました各議案につきまし

て、過日、３月１ ２日に委員会を開催し、 慎重に審議をいたしました。その結果

を御報告申し上げます。  

    まず、議案第１号、平成２７度川西町一般会計予算についてであります。  

    委員より、「新年度予算編成における施策の取り組みについて、本町の財政状

況は一定以上の体力があると思うが、子育て世帯等所得の少ない者に対する支援

措置など、社会保障に対する予算配分の仕方について」 との 質問があり、当局よ



 - 48 - 

り、「財政非常事態は脱したが、 町税収入や地方交付税等歳入の確保については、

国全体の経済状況や人口減少を踏まえると、非常に厳しいものがある。支出面で

は、インフラ整備や公共施設の維持管理経費に多額の費用が必要となり、非常事

態宣言を解除したからといって、直ちに歳出を膨らますことは困難な状況であり、

慎重に見きわめる。また、一度予算づけしたものは恒久的に対応していきたいと

考えている。社会保障は大事であるが、やはり お金がなければできない。将来世

代への負担増を避けるためにも、歳入 の範囲内で、生活支援については、できる

部分について行っていく」との回答がありました。  

    次に、委員より、 「子ども医療費助成制度の見直し について 」質問があり、当

局より、「現在奈良県では、受診時に医療機関で自己負担金 全額を支払っていた

だき、後日指定口座に、通院については１病院５００円、１４日以上の入院につ

いては１ ,０００円を控除し、償還払いする方法で助成している。最近、県内の自

治体においては小中学校の通院についても助成の対象としたり、他府県では自己

負担金を免除している自治体もあるが、国民健康保険の制度上、自己負担額を免

除すると、療養給付費国庫負担金がカットされるペナルティーもあるため、現状

のまま継続したい。また、医療費の無料化よりも、子どものインフルエンザワク

チンや小児Ｂ型肝炎、おたふく風邪、ロタウイルスワクチン予防接種助成など、

予防に力点を置いた取り組みを行いたい。医療制度については、全国一律のサー

ビスがうけられるべきであり、子 ども医療費助成制度については、国で制度化す

るよう国会議員にも要望していきたい」との回答がありました。  

    また、委員より、 「新規事業のリサイクル掲示板事業について 」質問があり、

当局より、「町がリサイクル掲示板を用意し、町民が自己の所有物で不要なもの

の写真等を添付して掲示板に張りつけ、リサイクル掲示板を介して希望者に 無償

譲渡する事業で、町民のリサイクル意識の向上と、さらなる廃棄物の減量化を図

りたい」との回答がありました。  

    また、委員より、 「保育所保育料の算定の仕方について 」 質問があり、当局よ

り、「子ども・子育て支援制度の施行に伴い、算定方法が平成２７年４月から、

児童の扶養義務者である父母 や祖父母の前年分の所得税額 で決定していたものを、

市町村民税額に応じて決定する方法に変更となる。本町では、国が定める基準金

額の８割で各階層の保育料を設定しており、就学前の子どもが３人以上いる場合、

２人目については基準額の半額、３人目以降は無料としているところである。多

子世帯についての軽減策については、いろいろな状況もあることから、慎重に対

応したい。なお、平成２７年度から地域区分がその他地域０％地域から１０％地

域になり、保育の基本単価が上昇することになるが、それによる保育料への転嫁

は考えていない」との回答がありました。  

    また、委員より、 「学童保育の運営について 」質問があり、当局より、「 新年

度から全学年が対象になり、利用者の増加が見込まれるが、現在定員７０名とし

ているが、８０名まで増加することが可能である。それ以上の利用者がある場合、

教育委員会等部局をまたいで子どもセンターの利用や教育委員会で実施している

放課後子ども教室、空き教室を利用した学童保育など、放課後の子どもの居場所
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づくりを検討したい」との回答がありました。  

    また、委員より、 「人権文化センターの運営について 」質問があり、当局より、

「人権文化センターの管理 運営については、隣保館運営補助のある間は、要綱に

基づき、各種相談業務や教養文化教室事業、デイサービス事業について規模を縮

小しながら実施したい。補助がなくなった場合、地元で管理運営する方向で各自

治会と協議し、一定の理解は得ている」との回答がありました。  

    また、委員より、 「高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成 について 」質問があり、

当局より、「高齢者肺炎球菌ワクチンは、１回接種すると５年間その効力を持続

するが、５年後の２回目の接種時に重篤な副反応が生じる事例が報告されている

ので、今のところ、生涯１回限りの接種助成としているところである 」との回答

がありました。  

    また、委員より、 「予算計上はされていないが、まほろばあいサポート運動に

ついて」質問があり、当局より、「 まほろばあいサポート運動とは、奈良県が推

進している運動で、多様な障害の特性や障害のある方への配慮を正しく理解し、

ちょっとしたサポートをするサポーターになっていただく運動です。平成２１年

に鳥取県で始まり、平成２５年に奈良県も参加した。平成２７年度に おいて、全

職員を対象に研修を実施して、川西町があいサポート団体に認定されること、職

員があいサポートバッジを着用し、安心して暮らせるまちづくりに取り組んでい

ることを情報発信 し、また住民の皆さんにもサポーター研修を実施して、サポー

ターになっていただくことを予定している」との回答がありました。  

    また、委員より、 「子ども 医療費助成制度において川西町の魅力向上や人口減

少の歯どめの観点から、県内の実施状況も踏まえ、制度の拡充等、適切に判断し

て ほ し い 」 と の 要 望 が あ り 、 当 局 よ り 、 「 地 方 創 生 交 付 金 を 活 用 し 、 本 町 の ま

ち・ひと・しごと創生長期ビジョンを策定する予定で、その中で子育て世帯への

助成等検討したい」との回答がありました。  

    以上の審議をもちまして、議案第１号、平成２ ７年度川西町一般会計予算を承

認いたしました。  

    続きまして、議案第２号、平成２ ７年度川西町国民健康保険特別会計予算につ

いてであります。  

    委員より、「保健事業における人間ドック受診助成について 」質問があり、当

局より、「平成２０年度から、高齢者の医療の確保に関する法律第１９条に規定

されている特定健康診査等の実施に関する計画を定め、生活習慣 病を予防するた

めの特定健康診査を実施しているところである。本町の平成２５年度の外来医療

費を分析すると、生活習慣病に起因する高血圧などの循環器系疾患、糖尿病など

の内分泌系疾患の割合が３４％となっている状況から、今後も特定健康診査に重

点を置いて実施したい」との回答がありました。  

    また、委員より、 「国民健康保険 の広域化と保険税軽減対策に ついて 」質問が

あり、当局より、「 平成２６年９月議会の当委員会において、国では平成２９年

度から広域化を実施すべく作業を進めていると説明しましたが、本年３月３日に

国民健康保険の財政運営を都道府県に移管することを柱とした国民健康保険法改
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正案が閣議決定され、平成３０年度から広域化される予定です。保険税の軽減に

ついては、所得の状況に応じ、制度上、７割軽減、５割軽減、２割軽減があり、

一般会計からの政策的な繰 り出しについては、特別会計や公営企業会計について

は原則独立採算で運営すべきと考えているところから、従来 から基準に係る部分

のみの繰り出しとしているところである。今後にお いてもこれを継続していきた

いと考えている。また、国民健康保険の体質として、所得２５０万円前後の加入

者が８割を超えるため、 構造的に財政運営には厳しいものがあり、国民皆保険制

度の根幹である国民健康保険制度を維持するためにも、国に対し療養給付費国庫

補助金の交付割合の増加について町村会 等を通じて要望したい 」との回答があり

ました。  

    以上の審議をもちまして、 議案第２号、 平成２ ７年度川西町国民健康保険特別

会計予算を承認いたしました。  

    次に、議案第３号、平成２ ７年度川西町後期高齢者医療特別会計予算について

は、提案説明どおりであり、承認いたしました。  

    続きまして、議案第４号、平成２ ７年度川西町介護保険事業勘定特別会計予 算

についてであります。  

    委員より、「介護保険料の抑制のための基金の取り崩しについて 」質問があり、

当局より、「平成２７年度から平成２９年度までの第６期介護保険事業計画の介

護保険料算定において、介護給付費準備基金の平成２５年度末残高６ ,７００万円

のうち６ ,０００万円を取り崩した結果、月額基準額４ ,８６５円となり、その抑

制効果は６０９円でした。御指摘の、基金がなくなった場合、第７期介護保険事

業計画以降の保険料抑制のために予算に計上して基金を積み立ててはどうかとい

うことですが、１号被保険者の介護保険料は、介 護標準給付費及び地域支援事業

費の２２％を賄うものであるため、基金に積み立てるための費用は法律上算定で

きません。今後においても計画期間中において余剰金が生じた場合に基金に積み

立てることになります。そのための財源としての一般会計からの政策的な繰り出

しについては、国民健康保険と同様に繰り出し基準に基づき対応するので、予算

計上は考えていない」との回答がありました。  

    また、委員より、 「地域包括ケアシステムの構築について 」の質問があり、当

局より、「人口が減少する一方で高齢者数は増加しており、本町でも平成２７年

３月１日現在で高齢化率３０ .４％となっており、中でも高齢者単身世帯 ・高齢夫

婦世帯が増加傾向にある。 このような状況で、ハード整備が必要となる状況では

あるが、将来を考えると、多くの高齢者が可能 な限り自宅で暮らせるシステムづ

くり、みんなで支え合う地域づくりをしていくことが求められています。それに

は、地域の特性に応じて、高齢者が介護や支援が必要になっても可能な限り住み

慣れた地域で、その有する能力に応じ 、 安心して自立した日常生活を送ることが

できるよう、高齢者を地域全体で支える体制をつくり上げていく取り組みが必要

になります。そのような観点から、高齢者が生活を送る住環境を重視し、高齢者

のニーズに応じ、医療・介護・予防・住まい・生活支援サービスを切れ目なく提

供できる仕組みづくりを目指して社会資本の整備を進めていくのが地域包括ケア
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システムの構築です。医療及び介護の連携を図りつつ、予防事業の活性化を進め

るとともに、地域ケア会議を開催し、多職種協働によって個別事例によるケアマ

ネジメントの充実と地域課題の解決を図ります。また、生活支援コーディネータ

ーを配置し、協議体を設置して、高齢者のニーズとボランティア 等の地域資源と

をマッチングさせ ることにより、生活支援の充実、元気な高齢者の参加の場づく

り、生きがいを持って生活できる環境づくりを目指します。また、認知症対策と

して、認知症になっても地域で暮らし続けられる支援体制づくりを進めていきま

す。そのために、まず、高齢者の多様性・自発性を尊重しながら、自治会、老人

クラブやさまざまな自主的な団体の活動、例えば（仮称）シルバー見守り隊の立

ち上げ等から取り組んでいく予定です」との回答がありました。  

    以上の審議をもちまして、 議案第４号、 平成２ ７年度川西町介護保険事業勘定

特別会計予算を承認いたしました。  

    次に、議案第５号、平成２ ７年度川西町介護保険介護サービス事業勘定特別会

計予算について、 議案第９号、平成２６ 年度川西町一般会計補正予算について、

議案第１０号、平成２ ６年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について、議

案第１１号、平成２ ６年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算について、

議案第２０号、川西町 保育の実施に関する条例の廃止 について、議案第 ２１号、

川西町放課後児童健全育成施設設置 条例 の一部改正について 、議案第２２号、川

西町ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正について、議案第２３号、川西 町

介護保険条例の一部改正について、 議案第２４号、川西町指定介護予防支援事業

者の指定に関し必要な事項 並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部改正について、議案第２５号、川西町指定地域密着型介護予

防サービスの事業の 人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改

正について、議案第２６号、川西町指定地域密着型サービスの 事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第２８号、梅戸自

動車駐車場の指定管理者の指定について、議案第２９号、下永火葬場の指定管理

者の指定について 、以上１３議案について は、いずれも提案説明どおりであり、

承認いたしました。  

    次に、当委員会に係る審査案件につきましては、地方自治法第１０９条第 ９項

の規定に基づき、議会閉会中においても調査並びに審査できるように議決されん

ことをお願い申し上げまして、厚生委員会を代表いたしましての委員長報告とい

たします。  

    議員各位の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。  

議   長（松本史郎君）   以上で各委員長の報告が終わりましたので、これより委員

長報告に対する質疑に入ります。  

    質疑ありませんか。  

               （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（松本史郎君）   質疑がないようですので、質疑を終わり、これより討論に
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入ります。  

    討論ありませんか。  

    芝議員。  

11番議員（芝  和也君）   １１番、芝和也です。それでは、ただいま総務・建設経済並び

に厚生の両常任委員長から報告がありました、過日の本会議で上程されました、議案第１

号、平成２７年度川西町一般会計予算についてより、議案第３１号、川西町、三宅町及び

川西町・三宅町式下中学校組合指導主事共同設置規約の廃止についてまでの３１議案に対

する討論を行います。 

    態度表明でありますが、１号、２号、６号、８号、１５号の一般会計、国保の特

別会計、住宅新築資金の特別会計、水道事業の２７年度、新年度予算並びに議案第

１５号の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

については反対、これ以外の各補正予算並びに条例関係につきましては、いずれも

賛成であります。  

    まず、 一般会計でありますが、消費税が８％になりまして１年が経過する中、

賛否両論はいろいろありますが、本町住民の景況感について は、いろいろな方面

で話を伺いましても、ほとんどの皆さんが、その実感については感じていないと

いうお答えが多く返ってくるのが実情であります。したがいまして、景気の回復

に関しては依然厳しい側面を脱している状況にないことが見て とれます。政府は、

本町住民を初め国民全体に景況感の改善が感じ取れるようになるには一定の時間

を要するとして、この道を信じて見守ってほしい旨、説明がなされているところ

でありますが、１年半後には消費税が１０％への引き上げが決まっていることか

らも、将来に向けて不安と心配が募ることはあっても、「あこまで辛抱したら安

心できんねん」というような安堵感はどなたも持たれていないのが、多かれ少な

かれ、我々を含め全体が認識していることではないかと存じます。当然、自治体

としましても、こうした状況を克服できるよう、あらゆるすべを駆使しながら、

各種の施策に取り組んでいることは言うまでもありません。  

    取り組むに当たりまして、どういう視点に立って予算を組んでいくかは、その

手法が問われるところであります。 町長就任以来、この点でさまざまに議論を重

ねてきているところでありますが、確かに困っておられる皆さんを支えていく取

り組みは自治体として当然であり、できることは手を差し伸べてまいりたい旨、

その意思は表明されているところでありますが、物の見方として、町長は、負担

の公平性の観点や後世に負担を残してはならない等々を基本として置いておられ

るように感じております。  

    こうした見方そのものについては私も異論はありませんが、負担の公平とは、

所得の有無に応じて、負担能力に応じて傾斜をかけることでありまして、一律に

みんなが出し合うということではありませんし、後世に負担を残さないというも

の当然の話でありますが、できるだけ今あるお金を使って社会資本整備 等を進め

て、借金はできるだけ少なく抑えるということでもありません。  

    審議を通じて議論を交わしましたが、暮らしの支え、特に社会保障の分野は、

住民生活にとっても、それを支える自治体の取り組みとしても、決しておろそか
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にできる分野ではありません。自治体の取り組みとは、集めたお金を何に、どの

くらいの割合で分配するのか、その見きわめを行うのが町長の仕事でありまして、

そのまくばる割合によ って、支えの中身に違いが生じる問題であります。備える

べき視点は、憲法２５条で言う健康で文化的な生活とは、住民の権利であ って、

行政はこれをしっかりと保障していくということが 、憲法上の自治体の責務だと

いうことであります。  

    したがいまして、制約はさまざまに受けることはありましょうが、基本は、予

算はまずは暮らしの分野に充当していって、その上でもろもろの予算を組んでい

くということが求められているんだということを指摘しておきたいと思います。  

    新年度の取り組みでありますが、予防保健行政の拡充として、国の地 域消費喚

起・生活支援交付金事業も活用しながら、昨年度実施のインフルエンザ等の任意

接種のワクチン補助に加えまして、１３歳までを対象に、ロタウイルス、おたふ

く風邪、Ｂ型肝炎等々のウイルスのワクチン助成が実施されます。病気になって

からの医療の応援の前に予防に取り組むということでありますが、子どもの医療

費助成も切実です。近隣自治体でも通院への助成策が始まるところも出てきてい

ますし、また、現在本町の通院への取り組みは、県も昨年から乗り出しましたの

で、本町の基準が県基準として全県下で取り組まれていることからも、義務教育

終了をめどとして、子どもの医療費の通院助成について、早期の実施を求めると

ころであります。  

    地域経済の活性化の取り組みも重要であります。２６年補正で組んで、取り組

みは２７年度で実施のプレミアム商品券やネブカのＰＲ等関連の取り組みが始め

られますし、ふるさと納税への記念品も取り組まれるなど、一定の試みが手がけ

られていますが、地域経済への波及効果が高く、各地で取り入れられている住宅

リフォームへの助成制度を引き続き手がけることを求める次第であります。  

    また、住民の移動手段の確保も欠かせません。町長も地 域交通の確保に向けた

取り組みは一層の充実に向けて努力する旨、お述べでありますので、ぜひドアか

らドアへの移動手段となるデマンドタクシーの検討を俎上に乗せることを求める

次第であります。  

    人口問題も、減少に歯どめをかけて人口増に向けた取り組みが求められている

ところでありますが、一つの分野に取り組んだからといって、それが波及するわ

けでもありませんので、全体の取り組みが相乗的に働く分野だと心得ます。特に

子育て支援全般にわたっては、取り組みのあるなしで居住者への影響は大変大き

いものがあります 。幼稚園や小学校等施 設も新たに更新しているところでありま

すので、それにふさわしく 、クーラー等の空調も設置し、少人数学級の取り組み

や学童保育の充実、新婚向け家賃を設定した公営住宅や新婚世帯への補助制度等、

先進事例を参考にさまざまな取り組みを発信すること、また、こうした取り組み

を住民みんなで知恵を絞り 合って出し合える環境を整理することも重要でありま

す。  

    そのためにも、従前から求めている 、 自治会ごとのまちづくり懇談会と呼んで

いますけれども、いわゆるタウンミーティング的な取り組みを引き続き求めると
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ころであります。  

    こうした一連の取り組みを含め、住民の意に沿い、願いに応える川西町として、

ますます展望が開けていくような予算編成を求めまして、一般会計予算につきま

しては反対をする次第であります。  

    次に、国保会計であります。  

    国保の広域化が、当初の２９年説が３０年スタートとして濃厚になりつつある

今日、２６年度の決算を見た上で、方針としては現行の保険料率に手を加えずに

会計運営をこなす方向で、従前同様の予算が組まれております。当会計の安定は、

収支のバランスをいかに保つかということでありますし、支払 いの中心は、保険

給付費の高騰をいかに抑えていくかにかかっております。結局、保険者でありま

す本町がしっかり頑張って、住民の皆さんに達者で長生きしていただける取り組

みを持つことでありますので、それには予防保健事業のきめ細かな実施に尽きる

と存じますし、一般会計でもその点では取り組みを進めておられるところであり

ます。  

    財源をどこに求めるか、これは議論は平行線でありますが、一般会計からの繰

り入れもその一つと考えますし、審議の中では、今後の会計運営上、保険料率の

改定の必要性が生じた場合は政策判断は考えられる旨、当局のお答えもありまし

たので、今後に向けて鋭意検討を求めるところであります。  

    いずれにしましても、本町の国保税は、所得の１割か、それを超える状況に達

しつつありまして、この点において、医療保険料が所得の１割というのは高いと

いうのが、これまでの町長との共通認識でありますから、これを抑えるための手

だての必要性は感じておられることと存じます。加えて、引き続き人間ドックへ

の補助の復活等を求めまして、本予算案も反対するものであります。  

    次に、６号の住宅新築資金等貸付事業特別会計についてであります。  

    本会計は、町から銀 行への向こう６年の返済計画に基づく予算措置でありまし

て、問題は、貸付金の回収の有無に関係なく、町から銀行への返済は済まされる

という点であります。現在示されております２６年９月末のデータによりますと、

１６件、締めて４ ,７００万円の滞りが長期にわたって生じておりまして、返済に

向けては動いておりません。一方、町から銀行への返済額は、今年度が終われば

残が１ ,０００万円強となり、この未回収が残っていても返済が終了することも十

分に予想されます。  

    これまで町長は、債権が固まった時点で住民の皆さんには報告する旨、お 述べ

でありますが、特殊な会計運営として御自身もお認めです。ならば、その特殊な

中身も含め、これまでの状況をつぶさに住民の皆さんに説明し、その財務の処理

について理解を得るための行いとして、これも繰り返しになりますが、率先して

説明なされんことを申し上げます。  

    こうした取り組みのないままの会計処理は承服しかねますので、本予算案も反

対するものであります。  

    次に、議案第８号、水道事業会計であります。  

    ２７年度の当初予算は 、黒字での編成であります。当該事業の運営における積
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年の御苦労の結果と評価する ところでありますが、本町のような小さな規模では、

コスト単価がどうしても膨らまざるを得ませんので、料金に跳ね返らさないため

にいかに手を打つかが、事業者としては引き続き問われる点であります。  

    今後の運営につきましては、我々に示されている計画では、自己水の製造はや

めて、全量県水を仕入れて運営していく方向が出されていますので、これは、よ

り低コストにつながる道を模索してとのことも含まれていることでありましょう

が、住民の皆さんにしてみれば、料金への影響が一番の関心でありましょう。現

時点では詳細な計画についてはま だ何もないとのことで、あくまで計画として示

しているだけとのこ とでありますので、本計画が実施される段になって、住民の

皆さんに事後承認となることのないよう、確定次第、内容をつまびらかにされん

ことを求めるものであります。  

    また、従前から申し上げている問題でありますが、水道事業は、本町の全世帯

が対象の取り組みでありますので、一般行政サービスと何ら変わるものではあり

ません。独立会計の原則は原則としまして、政策判断による一般財源の投入が問

われる問題では決してないと心得ます。公営企業の目的は、住民の福祉の増進に

資することでありますので、繰り返しになりますが、本会計でも速やかにこの手

の判断を下されまして、踏み切られんことを申し述べ、本特会につきましても反

対するものであります。  

    次に、条例案の議案第１５号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及費用弁償

に関する条例の一部 改正についてでありますが、これは、農業委員さんの学識経

験者枠を１人増やすことに伴い、報酬の総額を従前どおりとするための引き下げ

手続をとろうとするものであります。  

    農業委員さんからの申し出により事が進められ、報酬総額は増やさずに話が出

発している経緯もあってのことでありますが、議会推薦の学識経験者枠から空白

大字にも委員さんを割り振るための措置であり、農政にとっては決して悪い話で

はありません。ついては、その職を全うしていただく上では、現行条例で定めて

いる報酬を改定する必要はどこにもないものと私は判断しております。したがい

まして、賛否につきましては、変える必要なしとして、反対する次第であります。  

    以上が反対の立場からのものであります。  

    次に、 ２６年度の補正予算関係５本でありますが、特別会計は事業精算等が中

心の内容でありますので、特に申し 上げることはありません。一般会計では、国

の地方創生の一連の交付金を活用した取り組みが見られます。事業の執行は２７

年度予算と並行で実施される運びでありますが、地域経済の活性化策としては一

定の効果が期待されるところでありますので、ぜひ積極的に取り組むことを求め

るものでありますが、交付金事業の関係上、時限 的な取り組みとならざるを得ま

せんので、ここら辺は景気対策として町 の恒久的な取り組みとして、これまでも

議論を重ねてきておりますが、自然エネルギーの活用策や、２７年度予算でも触

れましたが、住宅リフォーム等、波及効果の 実績が見られる取り組みを引き続き

求めまして、議案に対しては賛成をいたします。  

    次に、各条例案についてであります。  
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    法改正により、それに準じて改廃するものが６本、内容を現状に合わせる改定、

責任者を個人から組織に置きかえる等、表現の適正化を図るもの、改定する介護

保険料の設定、指定管理者の指定３本、天理市との定住自立圏 協定の締結、教育

指導主事の川西・三宅両町による共同設置の廃止でありますが、いずれも必要な

措置を講じるものでありますので、全て賛成するものでありますが、介護保険料

の見直しについては、そ の仕組み上、改定のたびに膨らまざるを得ないという側

面を抱えておりますので、ここは自治体独自の努力ではいかんともしがたい、避

けられない点でありまして、賦課する保険者としては何とも言えない思いを抱え

ておられることと存じます。制度をどう改めていくか、それは、現場こそ感じて

いる問題点をつぶさに挙げていくことと存じます。あらゆる機会を通じて現場の

声を反映する手だてを講じられんよう求めるとともに、こうした問題点について

も住民の皆さんとの相互の意思の疎通は大変重要なものと考えます。重なります

が、この点でも、ぜひそうした懇 談の場が持たれることを申し述べるものであり

ます。  

    また、定住自立圏につきましては、一定の歳入も見込まれることからも、積極

的に取り組まれ、特に地域交通等、これまでの町域では解決の難しい問題の克服

に向けた取り組みを期待しているところでありますので、その辺での成果を出せ

るよう、よろしくお願いを申し上げまして、以上、今般上程の全３１議案に対す

る討論を終わります。  

議   長（松本史郎君）   ２番  堀議員。  

２番議員（堀   格君）   ２番、堀でございます。ちょっと議長にお願いがあるんで

すが、討論の本筋は、反対討 論があったら、次に賛成討論、また反対があって賛

成と、順番に行くのが本筋ではありますが、できましたら、ほかに反対討論があ

りましたら、それを先にやっていただいて、両方あわせて賛成討論させていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。  

議   長（松本史郎君）   それでは、ほかに反対討論ありませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（松本史郎君）   堀議員。  

２番議員（堀   格君）   ほかにないようでございますので、本定例会に提出されま

した各議案に賛成の立場から討論させていただきたいと思 います。特に、先ほど

同僚議員から反対討論のありました議案に沿って賛成討論したいと思います。  

    議案第１号の平成２７年度の一般会計予算については一番最後に回しまして、

第２号議案の国民健康保険特別会計の予算についてであります。  

    従前から一般会計からの繰り入れということを要望されておりますけれども、

基本的に国民健康保険というのは、国民健康保険法によりまして、特別会計で処

理しなさいということになっておるわけであります。したがって、それぞれ収支

につきまして勘定科目を設けて整備をするというのが本筋かと思い ます。もっと

も、独立会計を要求しているわけではありませんので、当然ながら一般会計から

も繰り入れがあるわけでありますが、一般会計から繰り入れる場合には、法定内

繰り入れと法定でないもの、主に多くの市町村でやられていますのは、事務経費
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のオーバー分を一般会計から法定外で繰り入れたり、あるいは、同僚議員もおっ

しゃっておりましたけれども、児童あるいは生徒への医療費の補助、これは法定

外になります。その補助をやった分を一般会計から法定外で繰り入れると。  

    そのように、一般会計から繰り入れる場合には、その目的の内容を明 確にして、

これは一般会計から繰り入れざる を得ないという場合に限って繰り入れるのが本

筋だと思います。ただ 一般論として一般会計から繰り入れたらいいというのは、

やや本筋から外れるのではないかと思いますので、現在の会計処理の方法でいい

ものと思います。  

    それから、議案第６号、住宅新築資金等貸付の特別会計予算でありますけれど

も、これは、予算としては、とりあえず借りたものは返さざるを得ないわけであ

りますから、この議案は反対してもしょうがないということなので、これは当然

賛成ということであります。  

    あと、事務当局にお願いしたいのは、回収機構に精力的に働きかけていただい

て、１円でも多く回収できるように頑張っていただきたいというふうに思います。  

    それから、議案第８号の水道事業会計でありますけれども、我が町の水道設備

もだんだん老朽化しておりまして、県水一本化への道を探っていろいろ計画を立

てているところであります。事務当局のほうも 、水道料金をいかにして上げずに

済むようにやろうかということで、いろいろ計画を練っていただいております。

当然ながら、ある段階でそれは住民に説明していただければいいと思います。と

りあえずは、現在の水道事業会計で結構だと思いますので、賛成してまいります。  

    それから、議案第１５号の農業委員が１名増える分でありますけれども、そう

することによって町の財政に迷惑をかけることなく、全体としてうまく行くので

あれば、それで十分だと思いますので、本議案には当然ながら賛成すべきものと

思います。  

    あと、反対ではないけれどもということで言及されたものに介護保険がありま

すが、今般、事務当局が非常に御苦労願って、基金を取り崩して、世間全般に比

べれば非常に値上がりも抑えた介護保険料を設定されております。う まく行けば、

何とか基金を取り崩さずに行けるように、保険給付費をいかにして抑えていくか

ということが大切だと思います。委員会等の席でも申し上げたけれども、お年寄

りをいかにして引っ張り出すかという施策、例えばサロン活動をいかにして助成

して誘発していくかとか、健康体操をするのにいかにして引っ張り出すとか、い

ろんな施策を講じて、 低目に抑えた保険料で賄えるように頑張っていただきたい

と思います。  

    同じく言 及されたものに、天理市との定住自立圏協定の関連でありますが、同

僚議員もおっしゃっておりましたけれども、例えばコミュニティバスの 提携とか、

そういった施策は事務当局に案としていろいろ提案しておりますので、ぜひ比較

的早い段階で実りあるものを実現していただければというふうに思います。  

    それで、本来の第１号議案、来年度の 一般会計予算についてでありますが、同

僚議員が一般経済情勢を述べられましたけれども、これは、見方についてはいろ

いろ議論の分かれるところでありますから、あえて申し上げるつもりはありませ
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んが、昨日の春闘の統一回答を見ましても、日本の経済というのは、やっぱりあ

る程度よくなりつつあるんじゃないかというふうに私は思います。  

    それから、タウンミーティングの話も従来からおっしゃっておりますけれども、

初日に町長がおっしゃったように、意見の集約方法というのはいろんなやり方が

あるわけで、町長のやりやすい方法でいろんな意見の集約を考えていかれればい

いんじゃないかというふうに思います。  

    この一般会計予算全般でありますけれども、私の印象として、極めて模範解答

的で、非常に出来のいい予算であるというふうに評価をいたします。あえて反対

するところはないと言っていいんじゃないかというふうに思っております。  

    ただ１点申し上げておきますと、自治体も一つの経営体として考えたときに、

模範解答を続けますと、ややもすると縮小均衡になったり、活力が そがれたりす

るということがおこり得ますので、時にはアクセルを踏むことが必要じゃないか

というふうに思っております。  

    以上が提案された議案についての全般論、賛成討論でありますが、最後に、 本

日が私ども４年間の任期中の 最後の定例議会ということに相なりました。そうい

うことでありますので、一言申し上げたいと思います。  

    卑近な例として、徳川３００年という世界でも希有な幕府をつくった徳川家 康

といえども、若いときには大きな失敗をしているのでありまして、甲斐の武田信

玄が攻めてきたときに、浜松の 北側の三方ケ原で迎え撃ったわけでありますが、

非常に堅固な浜松城をつくっておきながら、 部下の進言を振り切って、籠城せず

に野戦に打って出て、見事に惨敗して、命からがら浜松城に逃げ帰ったというの

が実情でありました。そのときに多くの 部下を亡くしております。徳川家康の身

代わりになって死んだ者もおると。これに懲りて、以後、徳川家康というのは 部

下を非常に大切にするようになった。それが結果として徳川３００年というもの

を築き上げたというふうに考えるところであります。  

    川西町も、私の前に大勢の非常に優秀な方々が座っておりますので、ぜひ町長

以下、皆さんが一致団結して、この川西町の町政を磐石なものに 進めていただけ

ればと思います。私どもはこの４月に選挙を迎えますが、杉井議員は今回で引退

されますけれども、その他は厳しい選挙戦を戦って、またここで皆さんと議論が

できるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  

    以上でございます。  

議   長（松本史郎君）   ほかに討論ありませんか。  

        （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（松本史郎君）   ほかに討論がないようですので、討論を終わり、これより

採決に入ります。  

    お諮りいたします。  

    議案第１号について、賛成の方の挙手を求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（松本史郎君）   賛成多数により、本 案件は、原案のとおり 可決いたしまし

た。  
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    次に、議案第２号について、賛成の方の挙手を求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（松本史郎君）   賛成多数により、 本案件は、原案のとおり 可決いたしまし

た。  

    次に、議案第 ３ 号から議案第５号まで の３議案 について、賛成の方の挙手を求

めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（松本史郎君）   賛成全員により、 各案件は、原案のとおり可決いたしまし

た。  

    次に、議案第６号について、賛成の方の挙手を求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（松本史郎君）   賛成多数により、本案件は、原案のとおり可決いたしまし

た。  

    次に、議案第７号について、賛成の方の挙手を求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（松本史郎君）   賛成全員により、本案件は、原案のとおり可決いたしまし

た。  

    次に、議案第８号について、賛成の方の挙手を求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（松本史郎君）   賛成多数により、本案件は、原案のとおり可決いたしまし

た。  

    次に、議案第９号から議案第 １４号まで の６議案について、賛成の方の挙手を

求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（松本史郎君）   賛成全員により、各案件は、原案のとおり可決いたしまし

た。  

    次に、議案第１５号について、賛成の方の挙手を求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（松本史郎君）   賛成多数により、本案件は、原案のとおり可決いたしまし

た。  

    次に、議案第 １ ６号から議案第３１号までの１６議案について、賛成の方の挙

手を求めます。  

        （挙手する者あり）  

議   長（松本史郎君）   賛成全員により、各 案件は、原案のとおり可決いたしまし

た。  

    以上をもちまして、本定例会の日程は全て終了いたしました。  

    議員各位には、 何かとお忙しい折にもかかわらず、本定例会に提案されました

諸議案につきまして慎重に御審議 を賜り、か つ議会運営に御理解のある御協力を

いただきましたことに対し、議長として厚くお礼申し上げる次第でございます。  

 理事者におかれましても、今後も引き続き厳しい財政環境が予想されますため、
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予算の執行に当たっては、経済性、効率性及び有効性に配慮しつつ、厳正な執行を

望むものであります。また、各議員から出されました御意見なり要望を十分に尊重

していただき、今後の町政に一層の御努力を賜りたいと存ずる次第でございます。  

 閉会に当たり、町長より閉会の挨拶をお願いいたします。  

  町長。  

町   長（竹村匡正君）   平成２７年川西町議会第１回定例会の閉会に当たり、一言御礼を

申し上げます。 

    今議会に提案いたしました各議案につきまして、慎重に御審議を賜り、全議案につきま

して議決いただきましたことに、厚く御礼申し上げます。 

    審議を通じまして議員各位から賜りました御意見、御指摘を真摯に受けとめまし

て、今後の町政に取り組んでまいりたいと考えておりますので、議員各位におかれ

ましては、より一層の御指導、御協力を賜りますことをお願い申し上げまして、閉

会に当たっての御礼の挨拶とさせていただきます。  

 ありがとうございました。  

議   長（松本史郎君）   これをもちまして、平成２ ７年川西町議会第１回定例会を

閉会します。  

  ありがとうございました。  

（午後２時５９分   閉  会）  
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(議決の結果)   

議案番号 件           名 議決月日 審議結果 

議案第１号 平成 27 年度川西町一般会計予算について 3 月 19 日 原案可決 

議案第２号 平成 27 年度川西町国民健康保険特別会計予算について 3 月 19 日 原案可決 

議案第３号 平成 27 年度川西町後期高齢者医療特別会計予算について 3 月 19 日 原案可決 

議案第４号 
平成 27 年度川西町介護保険事業勘定特別会計予算につい

て 
3 月 19 日 原案可決 

議案第５号 
平成 27 年度川西町介護保険介護サービス事業勘定特別会

計予算について 
3 月 19 日 原案可決 

議案第６号 
平成 27 年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

について 
3 月 19 日 原案可決 

議案第７号 平成 27 年度川西町公共下水道事業特別会計予算について 3 月 19 日 原案可決 

議案第８号 平成 27 年度川西町水道事業会計予算について 3 月 19 日 原案可決 

議案第９号 平成２６年度川西町一般会計補正予算（第 5 回）について 3 月 19 日 原案可決 

議案第 10 号 
平成 26 年度川西町国民健康保険特別会計補正予算（第 3

回）について 
3 月 19 日 原案可決 

議案第 11 号 
平成 26 年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算

（第 3 回）について 
3 月 19 日 原案可決 

議案第 12 号 
平成 26 年度川西町公共下水道事業特別会計補正予算（第 2

回）について 
3 月 19 日 原案可決 

議案第 13 号 
平成 26 年度川西町水道事業会計補正予算（第 3 回）につ

いて 
3 月 19 日 原案可決 

議案第 14 号 川西町行政手続条例の一部改正について 3 月 19 日 原案可決 

議案第 15 号 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正について 
3 月 19 日 原案可決 

議案第 16 号 
川西町立幼稚園保育料及びバス使用料徴収条例の全部改正

について 
3 月 19 日 原案可決 
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議案第 17 号 川西町立川西幼稚園預かり保育条例の一部改正について 3 月 19 日 原案可決 

議案第 18 号 川西町中央公民館使用料条例の一部改正について 3 月 19 日 原案可決 

議案第 19 号 川西文化会館条例の一部改正について 3 月 19 日 原案可決 

議案第 20 号 川西町保育の実施に関する条例の廃止について 3 月 19 日 原案可決 

議案第 21 号 
川西町放課後児童健全育成施設設置条例の一部改正につい

て 
3 月 19 日 原案可決 

議案第 22 号 川西町ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正について 3 月 19 日 原案可決 

議案第 23 号 川西町介護保険条例の一部改正について 3 月 19 日 原案可決 

議案第 24 号 

川西町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並

びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部改正について 

3 月 19 日 原案可決 

議案第 25 号 

川西町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部改正について 

3 月 19 日 原案可決 

議案第 26 号 
川西町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部改正について 
3 月 19 日 原案可決 

議案第 27 号 川西町体育施設の指定管理者の指定について 3 月 19 日 原案可決 

議案第 28 号 梅戸自動車駐車場の指定管理者の指定について 3 月 19 日 原案可決 

議案第 29 号 下永火葬場の指定管理者の指定について 3 月 19 日 原案可決 

議案第 30 号 定住自立圏形成協定の締結について 3 月 19 日 原案可決 

議案第 31 号 
川西町、三宅町及び川西町･三宅町式下中学校組合指導主

事共同設置規約の廃止について 
3 月 19 日 原案可決 

議案第 32 号 工事請負契約の変更契約の締結について 3 月 10 日 原案可決 

 


